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 午前１０時００分 開  議 

 

○海老名 悟議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員24名であります。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は議事日程第４号により進めます。 

 

 

 

日程第１ 一般質問 

 

○海老名 悟議長 日程第１、一般質問を行います。 

  順次発言を許可します。 

  一つ、企業誘致戦略について外１点、14番鳥海

隆太議員。 

  〔１４番鳥海隆太議員登壇〕（拍手） 

○１４番（鳥海隆太議員） 皆さん、おはようござ

います。 

  夏はすごく暑かったんですけれども、ここ数日

間、朝晩非常に寝やすくなってきたなというよう

に感じる季節になってきました。 

  また、きのうちょっとあるところへ行ったら、

木々の上のほうがちょっと赤みがかってきまし

て、やはり秋が知らない間に近づいてきているん

だなと思った次第であります。 

  また、台風が幾度となく上陸したり、台風によ

る水害がたくさん発生したりしております。被害

に遭われた皆様、またお亡くなりになられた方々

に哀悼の意を、お悔やみを申し上げる次第であり

ます。 

  前回、６月にも一般質問に立たせていただいた

んですけれども、そのときはちょうど質問のどの

くらい前だったでしょうか、熊本の地震がありま

した。今回も９月、この一般質問が始まる前にそ

の水害。一般質問が始まる前というのは何かある

のかなというように感じた次第でもありますし、

逆にそういうもの、そういうことを、防災意識を

高めよと我々に啓示されているのかなと思った

次第でもあります。 

  きょうはたくさんの傍聴の方にいらしていただ

いております。コープ米沢の皆さん、きょうは十

分に聞いていただきたいというように思います。 

  また、いつも車に乗るときに勝手にナビが言う

んですけれども、きょうは識字の日だそうです。

きのうは放送の日だったか何だか忘れたんです

けれども、毎回聞いてもいないのにナビが勝手に

言うので覚えてしまうので、お伝えしなければい

けないなというように思った次第であります。 

  では、早速質問に移らせていただきたいと思い

ます。 

  今回の質問は、企業誘致、この戦略について等々

の質問であります。 

  企業誘致といいますか、形を変え、見方を変え

ると、大昔からやられてきました。どのようにや

っていたかといいますと、例えば実際に企業を呼

んできてやったというものじゃないんですが、職

人を連れてきて産業の振興を図ったとか、大昔に

は大陸のほうから陶工、陶芸家、そういった人た

ちを呼んできて、技術のある人たちを呼んできて、

日本の特産品にして、逆に輸出になるように至っ

たというようなこともございます。 

  また、最近、最近といっても200年以内、150年

前とか、去年の大河ドラマがありましたね、「花

燃ゆ」。最初は吉田松陰、明治維新に至るまでと。

その後、終盤のほうは明治維新後の日本という国

家がどうやって国力をつけていくかというよう

な部分をドラマにしながらやっていったと。中に

出てきた富岡製糸工場は最たるものなんですね。

日本が工業化に向かう足がかりというようにな

ったと。そのときも外国から技術を取り入れたり

して国力をつけていくわけなんですけれども、ど

んどん明治維新後に国力をそうやってつけてい

ったと。その先には何があったか。先という言い

方が適切かどうかわからないのですが、やはりそ

の一区切りとなったのは大東亜戦争の終戦とい

うようなことではないかなと思います。 
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  そして、この近代、ここ数十年の間のこの日本

を形づくったというのは、この大東亜戦争後の国

土開発、産業振興。これが今の日本の原点をつく

ったというようなことだと思います。 

  そのもととなりましたのは、昭和37年、全国総

合開発計画というようなものが策定されました。

このもととなったのは、昭和25年ごろにつくられ

た、考えられた同じような名前のものでありまし

た。それが実際の計画になって形になったのが35

年というようなことであります。御存じだと、ど

こかで聞いたことがあると思うんですけれども、

簡単に一全総とか呼んだりもしておりました。こ

の全国総合開発計画とは何かといいますと、国土

の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的

な計画であり、住宅、都市、道路、その他の交通

基盤の社会資本の整備のあり方などを長期的に

方向づける計画であるというように書かれてお

りました。 

  この37年のちょっと前に太平洋ベルト地帯構想、

小学校、中学校のときに勉強したかなというよう

にも思うんですけれども、その構想が出されまし

て、太平洋地帯、とりわけ東京、京浜、阪神に至

るまでのあの地帯で、その特定地域の開発をしよ

うというような構想が出されました。これは特定

地域だけの開発で、拠点と拠点、また首都圏など

を高速道路や通信で結ぶというような整備の計

画でした。この開発方式を拠点開発というように

も言います。 

  この開発の結果はどうだったのかと見ますと、

もう結果はどうだというようなのは私が言わな

くても今の現状を見ればどうなっているかとい

うようなことは一目瞭然でありまして、もう立派

な大都市圏の一部になっていると。大都市圏と言

われる部分があそこだというようなことであり

ます。 

  これを皮切りに、地方のほうからそういった工

業地帯、大都市圏に人が移動するようになったと。

いわゆる就職先を求めて上京、集団就職というよ

うな歴史もありますように、そういうような人の

流れになってきました。 

  このような人が集中するような結果をもとにし

て考えながら、この全国総合開発計画もどんどん

変わっていくんですね、中身が。方向も変わって

いったりして。それで、だんだん一極集中してき

たということで、次の新全総。新全総というのは

何をやったかというと、大規模プロジェクトと言

われますような大きなプロジェクトです。高速交

通網とか、高速道路、新幹線、こういったような、

あと通信も、そういったものをネットワークとし

て大規模工業基地、そういうものも含めまして産

業の一大プロジェクトというような開発をして

いったと。 

  その次に出されたのは三全総というようなこと

で、これは定住圏構想というようなことでありま

す。大都市抑制、地方振興というような目的を持

ちながらつくられたものです。 

  その次に四全総とくるわけなんですけれども、

これは最近、近くなってくるんですけれども、交

流ネットワーク構想というようなことを目的に

つくられておりまして、これがつくられた背景と

いうのが、日本が円高不況になってきたというよ

うなこともありまして、地方振興も手詰まりとい

うような状況の中、中枢的な都市に機能を集中さ

せようと、それで先端技術も集積しようと、そう

いうような開発で、湾岸地帯、ベイエリア、そう

いったところもこの時期に考えられたというよ

うなことであります。 

  それで、今進んでおりますのが五全総と言われ

るんですけれども、名前も若干変わりまして国土

形成計画というような名前に変わりました。これ

は多軸型国土構造といいまして、西日本国土軸、

北東、太平洋、日本海というような国土軸を中心

にして日本をつくり直していこうと、構築してい

こうと、地方を盛り上げていこうというような計

画であります。 

  それで、この国土総合計画の話ではないんです
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が、私は企業誘致の質問をする上でやはりこの話

は大切だなと思って出させていただいたわけな

んですけれども、八幡原中核工業団地、米沢に大

きいところがありますが、やはりこの工業団地に

してもそういった三全総あたりに計画されて設

置された工業団地というようなことであります。

全国第１号中核工業団地というような指定も受

けました。 

  それで、その後のオフィス・アルカディア、こ

れも先ほど申し上げました四全総の中の交流圏

ネットワークというような開発のもとで各地方

に設置された団地であります。 

  何を言いたいかといいますと、やはりこの総合

計画をもとにして地方も形づけられていると言

っても過言ではないというところが物すごくあ

りまして、これをやはり抜きにして企業誘致、産

業振興というものは語れないなというように思

う次第であります。 

  企業誘致、先ほど申し上げましたけれども、過

去の総合計画の中にいろいろと詳しく書いてあ

るんですけれども、細分化してあるんですけれど

も、その開発計画の一端、そういったものを担っ

ていると。先ほども歴史的な話もしましたけれど

も、やはり大きな目的は、国のそういった計画も、

市の計画も、大もとにはやはり国力を上げるとい

うようなものが大きいのではないかというよう

に感じております。仕事がないから出稼ぎに行か

なければいけないとか、地方と都市間の問題とか

いろいろあります。大都市で、そういうような状

況などで就職しなければいけないというような

ことも、進学しなければいけないというようなこ

ともあります。 

  こういった部分を緩和しなければ、均衡ある日

本の発展はないというようなことがもとにある

と。それが総合計画を策定した大きな理由であり

ますし、我々も企業誘致等を進めていくに当たっ

て、そこはつかんでおかなければいけないもので

あると。 

  本市においても、本市だけではないんですけれ

ども、ほかの自治体どこもそうだと思うんですが、

総合計画、やはり国の縮小版の計画をつくって、

それに基づいて進んでいくと。やはりある程度の

国との整合性がこの総合計画の中にあらわれな

いと、なかなか財政的なそういった面で不便を来

すのではないかなというように思った次第であ

ります。 

  質問は、企業誘致、これの必要性は何かという

ような禅問答のような質問なんですけれども、答

えもあらかた言ってしまったような気がするん

ですが、あえて当局の方より、当局の真剣な思い

を形にあらわしていただきたいと思いまして質

問をさせていただく次第であります。 

  もう一つありまして、友好都市との交流につい

てという質問であります。 

  友好都市、いろいろ聞かれると思います。沖縄

があって、いろんなところがあるんですが、比較

的米沢は多いとも言われておりますが、私はこの

間御縁がありまして、８月１日から東海市、姉妹

都市ですね、こちらのほうに小学生と一緒に訪問

させていただく機会がありました。これは毎年米

沢から行くというようなものではなくて、５年に

一度米沢から訪問すると。しかし、東海市は毎年

来ているんです、毎年。それで、東海市はそんな

に遠くないかなと思ったのですが、たった10時間

かかりました。バスで移動したんですけれども、

たった10時間でした。ちょっとぐあいが悪くなり

そうだったんですけれども。 

  そういう中で交流してみると、やはり子供たち

というのはいいんですよね。すごく打ち解けると

いいますか、すごくフレンドリーといいますか、

向こうの子供たちも米沢に期待を寄せると。こち

らから行った子供たちも、向こうのいろんな目新

しいもの、大きなものを目の当たりにして、希望

を抱きながら帰ってきたのではないかなと感じ

た次第です。 

  そういった意味においても、そういった交流と
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いうようなものがいいものだなと。我々が行って

話をするよりも、子供が行ったほうがずっと未来

的な交流なんじゃないかなというように感じた

次第であります。 

  それで、この友好都市の質問なんですけれども、

これも禅問答みたいな質問で大変恐縮なんです

けれども、交流を行う目的ということは一体何だ

ろうかというようなことを当局のほうからしっ

かりとお答えいただきたいなと。何も言質をとる

ために質問をしているわけではないので、真剣な

未来に向かっての質問でありますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

  以上、壇上よりの質問とさせていただきます。 

○海老名 悟議長 山口産業部長。 

  〔山口昇一産業部長登壇〕 

○山口昇一産業部長 私からは、企業誘致戦略につ

いての御質問にお答えさせていただきます。 

  市が企業誘致を行う必要性についての御質問で

ありました。 

  企業が立地をすることにより、一つには新たな

雇用の機会をふやし、市民が働く場所を確保する

ことで定住人口をふやしていくことにつなげよ

うとするものであります。とりわけ若者の定住化

を促進することによって、将来にわたり人口減少

への歯どめが期待できるものと考えております。 

  また、２点目になりますが、企業が立地するこ

とで既存の企業とのさまざまな取引が生まれ、地

域経済の活性化につなげたいという思いがござ

います。 

  ３点目としては、さらに財政面でございますが、

企業誘致による固定資産税や都市計画税、法人市

民税などの市税収入の増加が見込まれることか

ら、本市では企業誘致を積極的に行っているとこ

ろであります。 

  このため企業誘致活動といたしましては、本市

では市が所有する米沢八幡原中核工業団地と米

沢オフィス・アルカディアの２つの団地の完全分

譲を目指し、関心を持っていただける企業に前向

きに立地を検討していただくための魅力のある

各種支援制度等を設けながら、山形県と連携を密

にし、企業の立地情報の収集活動や展示会等へ出

展するなどのＰＲ活動を展開するとともに、米沢

市企業誘致促進協議会や米沢オフィス・アルカデ

ィア応援会を中心としながら、米沢商工会議所、

山形大学工学部、米沢工業会、山形銀行や産業界

等々と一体となって誘致活動を積極的に推進し

ております。 

  議員から全総の流れ、歴史の御紹介がありまし

たが、そうした国の考え方、変遷の中で現在の八

幡原中核工業団地も、また米沢オフィス・アルカ

ディアもあるわけでありまして、この完全分譲を

果たすことが国土の均衡ある発展に寄与するも

のというふうに認識いたしております。 

  私からは以上です。 

○海老名 悟議長 我妻企画調整部長。 

  〔我妻秀彰企画調整部長登壇〕 

○我妻秀彰企画調整部長 私からは、友好都市との

交流促進についての御質問にお答えいたします。 

  本市は、宮崎県高鍋町、新潟県上越市、沖縄県

沖縄市、愛知県東海市の４市と姉妹都市、新潟県

南魚沼市と歴史親善友好都市、愛知県西尾市と友

好都市の盟約をそれぞれ提携しております。いず

れの都市とも上杉家の歴史的つながりにより以

前から民間交流が活発に行われており、それに加

えまして行政間の交流も深まり親善交流が進展

する中、次第に友好都市等への提携の機運が高ま

り現在に至っているものであります。 

  友好都市との交流の目的はどのようなものかと

の御質問でございますが、児童生徒を含めた市民、

民間団体、企業、行政の各階層が友好都市との関

係性を重視した活動、交流を行うことにより相互

に理解を深め合い、互いの都市の発展と市民の福

祉の向上に寄与することが主な目的であると考

えております。 

  また、これに加え産業分野での連携による経済

交流、災害時相互応援協定などの行政間での連携



- 137 - 

を深めることにより、相互の経済活性化や暮らし

やすい安全安心なまちづくりを進めていくこと

も重要であると考えております。 

  私からは以上です。 

○海老名 悟議長 鳥海隆太議員。 

○１４番（鳥海隆太議員） そうですね。大体私も

言ってしまったかなというようなところがあり

ます。 

  まず、企業誘致はちょっと置いておきまして、

友好都市の質問から先にさせていただきたいな

と思います。 

  まず、先ほど部長がおっしゃっていましたが、

理解を深め、福祉の向上に努める。そうですね、

そのとおりだと思うんです。それで、それをもと

にして将来的に経済の交流、そういうところまで

生まれればいいなというようなこと、まさにその

とおりだと思うんです。 

  それで、私はまさにそのとおりだと思ってどん

どん進めるべきだというように思うんです。でも、

先ほど壇上から申し上げましたように、５年に一

度というのはちょっと、確かに向こうから来てお

もてなしをしてやっているというようなことは

確かにあるんですが、こっちからお伺いしていく

というのは５年に一度というのはちょっと間隔

があき過ぎだし、この交流自体、市の秘書広報課

のほうで主管されてやられているわけではない

わけですよね。先ほど言いましたような理由はと

っても重要だと思うんです。重要なことだからこ

そ、ほかに下請に出すようなことではなくて、し

っかりと秘書広報課なりで、市のほうでやってい

くべきだと。 

  この間私が言ったことなんかは、まさに下請が

下請、孫請まできていってきたみたいな話ですよ。

そういうものじゃなくて、しっかりと主管してや

るべきだと。それが、先ほど部長がおっしゃった

理由につながっていくと。物すごく未来につなが

っていくというように思うのですが、どうでしょ

う部長、これからそういうような方向で、こうい

った友好都市間の交流を進めていくべきだと思

うのですが。 

○海老名 悟議長 我妻企画調整部長。 

○我妻秀彰企画調整部長 特に今議員がおっしゃっ

たように、子供たちの交流というものを東海市さ

んもですが、ほかの友好都市等々も行っていると

ころであります。教育委員会ともう少ししっかり

連携をとりながら、特に子供たちの分野というも

のは学校教育の分野で派遣等もしていただいて

いるというところもありますので、しっかり今後

連携をとりながらやっていきたいと考えており

ます。 

○海老名 悟議長 鳥海議員。 

○１４番（鳥海隆太議員） そのようにしっかりと

やっていただければと思いますし、やはりこれは

すごくいい。子供たちを交流させるというのはす

ごくいいものだと思います。我々が行くよりも、

物すごく未来につながる交流だと実感して感じ

てきておりましたので、そうしていただきたいし、

下請のように回すのではなくて、みずからそうい

う意識を持って取り組んでいただきたいという

ように思う次第です。 

  交流は我々も応援していますので、もし人が足

りないときは私もお手伝いさせていただきます

から、ぜひ声をかけていただきたいと思います。

市長も、お手伝いします。よろしくお願いいたし

ます。 

  一番最初の質問の企業誘致に戻ります。 

  先ほど目的を説明していただきました。その目

的に近づいていくためには、やはり計画が必要に

なってくるでしょう。なければどこに向かって突

き進んでいくのか、いつまでやるのかというよう

なことは見えないわけですからしっかりとつく

っていると、私はそう思うわけなんですが、この

間工業振興計画、２期目のものを提示していただ

きました。 

  ここで質問したいのですが、２期目を見て余り

感じなかったのであえて質問させていただきま
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すけれども、１期と２期の違いはどういうところ

なんですか、ずばり。簡単に言えばどういうとこ

ろなんでしょうか。 

○海老名 悟議長 山口産業部長。 

○山口昇一産業部長 今回の第２期工業振興計画を

つくるのに当たりまして、産業界、各企業の若手

の経営者の方々や大学や高校など関係する機関

が参画をした策定委員会で検討をいただきなが

ら進めてまいりました。 

  第１期工業振興計画に位置づけて取り組んだ基

本戦略ごとに、その施策の進捗について評価を行

っていただきながら進めてきたわけであります

が、今置かれているものづくり分野における潮流、

変化といいますか、課題がございます。それで、

今大きく取り上げられておりますのは、全てのも

のがインターネットとつながっていくＩｏＴの

技術、それから第４の産業革命と言われておりま

すインダストリー4.0などが近い将来に世界規模

でこれが求められてくるというふうな大きな変

化の動向がございます。 

  こうしたことも踏まえながら、基本的には第１

期をつくるに当たってはグローバリズムの進展

によるさまざまな課題に対応するための基本戦

略でありましたが、潮流としては同じスタンスで

臨んでおりますが、こうした新しい視点を盛り込

みながら今回の計画をつくってまいったもので

あります。 

  具体的な新たな視点としては、創業支援及び企

業ファンドの検討。それから、２つ目としてグロ

ーバル化に対応した産業振興の支援の視点。３つ

目としては、次世代分野としてロボットやバイオ

産業等を掲げて新たな産業分野への参入支援を

図る。それから、４点目としては６次産業化の推

進。５点目としては、先ほど申し上げましたが、

企業立地を進めていくわけでありますが、立地企

業と地域内の企業との受発注の促進等を支援で

きるような仕組みづくり。こうしたものを新たな

視点として盛り込ませていただいたということ

でございます。 

○海老名 悟議長 鳥海議員。 

○１４番（鳥海隆太議員） 今、違いを説明してい

ただきました。私は壇上のほうから国土総合計画

をお話しさせていただいたのですが、第４期、四

全総の中で一定のグローバリズム、四全総は今か

ら28年前に出されたというのがある、そのときに

言っていたグローバリズムとはちょっと違うか

もしれないんですけれども、その中にロボットも

ありましたし、バイオもあったと。知的産業とい

いますか、そういったものも書かれておりました。

それで、今進んでいる計画では、もう一歩進んだ

ところも書いておられるようです。 

  国土形成計画の質問をしているわけではないの

で脇に置いておきますけれども、今申されました

中で、起業者、起こす業ですね。こういう起業者

というのは、非常に地方の都市、これからの地方

都市では重要な部分だと。これがもしかして核に

なってくるんじゃないかというぐらい重要な部

分だと私は思っているんです。大きなところは海

外に出ていったり、戻ってきている企業もありま

す。そういった中で、やはり地方で育てられるの

は何かなと。企業誘致も、私は一つ大きなものだ

と思います。でも、同じくらい大きなものという

のは起業者、起業をする人たちですね。これをど

のように支援といいますかつくっていくのか、育

てていくのか。米沢市としてどのようにこれを発

展させていくのか、どのようにお考えなのかお聞

きしたいと思います。 

○海老名 悟議長 山口産業部長。 

○山口昇一産業部長 議員御指摘のとおりでありま

して、策定委員会の中でやはりその起こす業、起

業、創業の重要性は複数の委員からございました。

本市といたしましても、産業の振興に当たっては

企業誘致だけでなくて既存の企業の存続ととも

に新たな企業をふやしていく、要するに裾野を拡

大していくという視点は重要だというふうに捉

えております。 
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  本市では、昨年、米沢市創業支援計画を策定し

ながら、国の認定もいただいておりますが、新規

創業の総合的な支援を行っております。ただ、議

員も御承知かと思いますが、ものづくり分野にお

いては、やはり商業、サービス業分野に比べまし

て創業に当たっての投資金額が非常に大きいと

いうふうな問題もございまして、新たに事業を立

ち上げることについては非常に課題といいます

か、難しいのが現状になっております。 

  このため、視点を第２創業と言われる企業内の

新分野への展開、それから２つ目としては山形大

学における研究成果を生かしたいわゆる大学発

ベンチャー、それから３つ目としては学生による

ベンチャー起業の促進を中心にしながら、今後関

係機関等と連携をとりながら総合的な支援体制

のプラットフォームをつくるなどの環境整備を

行っていきたいというふうに考えております。 

  それから、新たなベンチャーが立ち上がってい

く環境をつくっていく上では、創業を支援するイ

ンキュベート機能というものも必要になってま

いりますので、このあり方については米沢オフィ

ス・アルカディアを中心としたサイエンスパーク

構想の中で山形大学と連携もしながら検討を行

っていきたいというふうに考えております。 

○海老名 悟議長 鳥海議員。 

○１４番（鳥海隆太議員） この起業、なかなかい

ろんなハードルがあると思うんです。その中で一

番重要な部分となってくるのは、技術的なものも

あるでしょうけれども、私は資金面だと思うんで

すね。先ほど部長からいろいろと説明をいただき

ましたけれども、本市においては産学官金という

ような、金がついているというようなところもあ

りますし、それで国のほうも新国土形成計画の中

でそういったベンチャーの融資、これを立ち上げ

ていこうというような計画もしっかりと掲げて

おります。それで、そのベンチャーにとっての心

臓部である資金面、これをうまく、金額の大きい

小さいはあるかもしれないのですけれども、うま

く活用できるような体制というものを何らかの

形で具体的にしていただきたいなと。していただ

きたいというよりか、進めたほうがいいというよ

うに思います。 

  あと、今説明のあった学生の起業というような

部分もあります。一般の方もいるでしょう。そう

いった方がいろんな製品、試作品とかを安く簡単

に手軽に試作品をつくれるような環境というも

のは、今後起業者をふやす上で必要なんじゃない

かというように思いますが、いかがでしょうか。 

○海老名 悟議長 山口産業部長。 

○山口昇一産業部長 創業を支援していく中でさま

ざまな課題がありまして、先ほど総合的な支援機

能を担うインキュベート機能というふうに申し

上げましたが、やはりマーケティングであったり、

人材育成であったり、技術の問題があったり、ま

た出口戦略としてのブランディングや知財の関

係、さまざまあります。それで、やはり最も大事

なのは、大きな壁は金融関係だと私も思っており

ます。 

  今回の工業振興委員会の中で金融機関さんにも

入っていただきましたが、金融機関では今私が申

し上げたような全ての過程においてサポートし

ていける体制はでき上っていると。ぜひ金融機関

を大いに使っていただきたいというふうな話を

いただいているわけでありますが、企業誘致を進

める中で山形銀行さんと提携を組みながらさま

ざまな情報収集をしておりますが、今後その創業

に当たっても一つのその推進体制をつくってい

く中で、金融機関さんにも入っていただいて、総

合的な支援ができるような仕組みづくりを考え

ていきたいというふうに思います。 

○海老名 悟議長 鳥海議員。 

○１４番（鳥海隆太議員） 起業というのは、この

米沢、本市の歴史を見ても、ひもといてみても、

帝人というような歴史があるように非常に重要

な部分であると思います。 

  世界の流れはそういった起業、今やもう起業と
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イノベーションというような流れが私は主流に

なってきているというようにも思いますし、恐ら

くイノベーション、今までちょっとなかった話で

すけれどもイノベーション、このイノベーション

も大企業だからというようなものではなくて、一

店逸品運動のような、一村一品運動のような、ど

こでもイノベーションができるんだというよう

なものをどんどん進めて、もしかするとその中に

は将来的に、将来羽ばたいて大きく飛躍するのも

出てくるかもしれない。そこまでいかなくても、

会社の中の利益率が上がったとかそうなるかも

しれない。そういうようなこともありますので、

イノベーションというようなキーワードも、一つ

起業者というようなものと同じような認識を持

って進めていただければというように思います。 

  それで、やはりそういうようなことを工業振興

計画の中で進めていくものというようにも思う

んですが、１期があって２期があると。それで、

２期は１期に基づいてつくられたというような

ことでありました。 

  それで、２期の計画の中に１期の成果が入って

おりました。この中には、八幡原中核工業団地、

オフィス・アルカディア、こういうところに11社

ですか、15件かな。15件誘致したというようにさ

れていますが、その認識でよろしいでしょうか。 

○海老名 悟議長 山口産業部長。 

○山口昇一産業部長 はい、そのとおりでございま

す。 

○海老名 悟議長 鳥海議員。 

○１４番（鳥海隆太議員） そのとおりというよう

なことなんですけれども、この15社、これをずっ

とひもといてみますと、これを入れてしまってい

いのかなというような会社もあるわけですよね。

ずばり申し上げますと住理工も入ってしまって

いるというようなことなんですね。 

  その上でもう一度お聞きしますが、15件全て本

市のこの計画に、第１期の計画に基づいて誘致さ

れた企業なんでしょうか。 

○海老名 悟議長 山口産業部長。 

○山口昇一産業部長 第１期は10カ年の計画で平成

18年度に策定いたしました。この中では、企業誘

致、米沢オフィス・アルカディア団地等への立地

数という格好で目標値が掲げられておりまして、

平成18年度の実態が６社の操業でありましたの

で、これを10年間で25社までふやしたいというふ

うな中身になっておりました。 

  それで、25年にも一回、中間年で改定をしてお

りますが、当初策定をしたこの目標値は変更しな

いままで進めてまいりました。今、議員御指摘の

部分は、企業誘致のいわゆるきっかけが米沢市主

導であったかどうかというふうな御質問だとい

うふうに捉えさせていただきますが、確かに御指

摘のとおり、住理工さんについては県のほうの最

初の働きかけといいますか、そういうルートの中

から候補地が全国で何カ所かあって、その中で米

沢市を選んでいただいたというふうな流れにな

っているわけでありますが、いわゆる市が団地と

して持っているものに対して、何社そこに結果と

して引かれたといいますか、達成できたのかとい

うことを捉えさせていただいているものだとい

うふうに私は理解をしております。 

  今般、改めて第２期をつくるに当たって、最初

の立地目標値が相当高いハードルになっており

ました。今回、32年度までの５カ年の目標値に改

めさせていただいておりますが、毎年１社程度ず

つを入れ込むというふうなところでの企業立地

の目標値に改定をさせていただいたところです。 

○海老名 悟議長 鳥海議員。 

○１４番（鳥海隆太議員） ちょっと苦しい答弁か

なというようにも感じたのですけれども、この米

沢市工業振興計画を開いてみると、目次をだあっ

と見てみますと、まさに工業を振興しようと、工

業という産業を振興してオフィス・アルカディア

や八幡原に誘致していこう、またベンチャーも育

てていこうと、知的産業も育てていこうというよ

うな、何となくそのように見えます。部長が今お
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っしゃったのは、八幡原やオフィス・アルカディ

アを埋めるだけの計画のような今お話をしてら

っしゃいましたけれども、そうじゃないですよね。

これでは、１期はちょっと見ていないんですけれ

どもね。そういった振興した結果が、ここに書か

れている件数だと、内容だというようにうたわれ

ておるんですね。この誘致というか、八幡原とオ

フィス・アルカディアを埋めるためだけの計画で

はないというように思うんですね。何といいます

か、ちょっとはっきり申し上げると、先ほど申し

上げました住理工さん、これは県主導で、どこが

いいかなというようなことで米沢に来たと。事故

とまでは言いませんけれども、天から何かが降っ

てきたみたいな感じの米沢市の状況ではないか

なと思うわけなんであって、ここに書くのだった

ら端っこのほうに書かれたほうがよいのではな

いかと。これを数字と捉えて第２期の計画をつく

られたというようなことでは、この第２期の計画

そのもの自体が達成できるのかと。不達成要素と

か不確定要素が、第２期のこの計画、これからパ

ブリックコメントをとろうとしているこの計画、

この計画をそのまま市民に流してしまっていい

のかなと。勘違いしてしまうんじゃないかなと思

うんですよ。私はこの部分を修正をして、しっか

りと１期を検証した上での２期の計画にすべき

だというように思うんですがいかがでしょうか。 

○海老名 悟議長 山口産業部長。 

○山口昇一産業部長 御指摘のとおりで、市が登用

しております両団地への立地のみをもって企業

誘致だというふうには捉えてございません。ただ、

一つのＫＰＩを設定するに当たって、この２つが

目に見える指標として大体合致するのではない

かというふうな考えのもとにさせていただいた

ものでございます。 

  今、さまざま御意見をいただくべく情報発信を

しておりますので、それに伴ってこの部分以外に

もさまざまな御意見が来るだろうというふうに

思います。それで、今議員のほうから御指摘のあ

った表現方法等についても、その中で一括して検

討しながら見直しもすべきところはしていくと

いうことで考えておりますので、御理解をいただ

きたいと思います。 

○海老名 悟議長 鳥海議員。 

○１４番（鳥海隆太議員） 工業振興計画に携わら

れた皆さんは大変な苦労をしたと思いますよ。そ

の苦労をしっかりと成果に結びつけるためには、

そういったごまかしは、私はいけないと思うんで

す。しっかりと成果を出すためには、しっかりと

した検証、これがあるべきだと。そして、その検

証に立った計画があるべきだというように思い

ます。こんな数字は、私は入れないほうがいいと

いうように思いますので、ぜひパブリックコメン

トの修正をお願いしたいなというように思いま

す。 

  企業誘致なんですけれども、来年度には東北中

央自動車道も開通されてきます。この東北中央自

動車道はもろ刃の剣のような感じもしないでは

ないんですね。今現在、福島市には11の工業団地

があるんですね。その11の工業団地プラス今計画

されているのはこっちから行って東北自動車道

を乗っていってインターから出てくる大笹生、あ

そこに新しい工業団地をつくろうかというよう

な福島市の計画があります。これは何を言ってい

るのか、何を目的としているのかといいますと、

やはり米沢市の労働力とかそういったもの、時間

の近さ、こういったものを利用してストローのよ

うな現象であそこに企業を集積するというよう

な計画が、考えもあるのではないかなと思うわけ

なんですよ。 

  今現在の福島市のそういった労働者の数といい

ますか、簡単に言うと足りているのか足りていな

いのかといいますと、やはり足りていないという

ような状況だそうであります。これが本当につな

がって短時間で行けるというようなことになっ

てしまったら、この計画でも本市に会社を呼ぼう

と、企業を呼ぼうとしているときに、いざ労働力
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がなかったら大変なことになりますよね。そうな

らないためにも、簡単に言えばつながったときの

デメリットの対策といいますか、それを今から考

えておく必要があるんじゃないかなと。今からで

は遅いかもしれないですけれども、まだ間に合う

かもしれない。考える必要があるんじゃないかと

私は思うのですが、いかがですか。 

○海老名 悟議長 山口産業部長。 

○山口昇一産業部長 確かに御指摘のとおり東北中

央自動車道が開通になりますと、さまざまな影響、

メリット・デメリットが出てくるというふうに想

定をしております。 

  まず、物流が変化をいたしますので、新たな取

引先の開拓というメリットがありますが、逆に新

たな競争に巻き込まれるということも想定がで

きます。御指摘のように雇用の流動化も伴います

ので、福島市等での求人もできるわけであります

が、逆に議員御指摘の懸念のように福島市からの

求人もあるというふうに捉えております。 

  そうした中で、今さまざまな格好で人材を確保

したいということで、雇用対策協議会、それから

雇用創造推進協議会、それから米沢商工会議所に

委託をしております人材確保定着促進事業、それ

から商工会議所のほうで企画しております大学

生とその親御さんで一緒に地域の企業を回るバ

スツアー、こうした取り組みをしておりますので、

こうした事業としっかり連携をしながら、人材確

保には米沢市として努めていかなければいけな

いというふうに考えております。 

○海老名 悟議長 鳥海議員。 

○１４番（鳥海隆太議員） 部長がおっしゃったの

はいわゆる米沢に愛着を持ってもらおうと。アイ

ラブ米沢のような、米沢ラブの人を多くつくろう

というようなことだろうと思います。本当にこれ

は非常に重要な問題ですので、もうこれは来年か

らすぐに始まるというように思っていただいて

も私はいいんじゃないかと。来年度には、開通後

にはそういった地域間競争がスタートすると。こ

の米沢においてそういったものの元年だという

ようにして真剣にいろいろと考えていかなけれ

ばいけないと、考えていただきたいというように

思います。 

  また、デメリットばかりじゃないと思うんです

ね。メリットも私はあると思います。どういった

メリットがあるかというようなことを言う前に、

まず１つのデータがあるんです。道路交通センサ

スという、これは22年度版なんですけれども、国

道13号、福島市と米沢市の間、22年度なんですけ

れども、これが24時間で8,709台だそうです。そ

れで、国道121号、これがちょっと少ないんです

けれども、2,399台。合わせると１万1,108台とい

うような台数。これが通っております。 

  あと、もう一つあるんですけれども、これは全

国幹線旅客純流動調査というものがあります。こ

れは旅客の流動数というような数値なんですけ

れども、福島から山形に旅客、旅行の目的で、観

光とかそういった目的で来た１日の数というの

がありまして、福島から米沢に入った人が１万

4,078人だそうです。それで、宮城県からも入っ

てきたりしているんですが、宮城県はやっぱりも

っと多いんですね。高速道路の状況の関係など、

あとは高速バスなんかあったりして、宮城県から

山形に入ってくる数というのは多いんですが、何

を申し上げたいかというのは、東北中央自動車道

がつながれば、相馬から福島を通って日本海まで

抜けられるようになるんです。米沢を通って、太

平洋から日本海まで抜けると。福島あたりを中心

とした経済圏が私はつくれるのではないかなと、

構築できるんじゃないかなと思うんですよ。そう

いった形で今形成されつつあるのが、仙山経済圏

です。市長はよく御存じだと思うんですけれども、

こういったものが今、ほぼ確立しつつあります。

高速バスも何本も走らせたり、そんなこともして

います。 

  米沢もそういった経済圏をこれから構想として

持っていかなくてはいけないんだと。それこそ高
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速バスもふやして、20分で移動できるんですから、

移動してふやしていかなければいけないと。そう

いった構想を持っていかなければいけないとい

うように思うわけなんですが、最後に市長、その

辺のこれからのお考えを簡単に御説明していた

だければと思います。 

○海老名 悟議長 中川市長。 

○中川 勝市長 福米、福島・米沢の交流というこ

とで、今仙山交流のお話もございました。山形市

と仙台市というのは非常に全国でも珍しい県庁

所在地が接続しているというところで、今力を入

れてお互いに相互交流をしながら取り組んでい

るようであります。 

  そういったことを鑑みながら、米沢と福島、あ

るいは議会でも取り組んでおいでになられてい

るように相馬市とのかかわりということについ

て、俗に言う福米相というつながりについては、

今後この高速道路が出ることによって経済圏の

確立というものはやっぱりどうやって取り組ん

でいくかと、大きな課題になってくると思います。

ただ、デメリットの部分もあるしメリットの部分

もあると。どういうふうなそういった経済活動、

交流をやっていけばいいかということは、取り組

んでいかなければならないものというように思

っております。 

○海老名 悟議長 以上で14番鳥海隆太議員の一般

質問を終了し、暫時休憩いたします。 

  再開を11時11分といたします。 

 

午前１１時００分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午前１１時１０分 開  議 

 

○海老名 悟議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  次に進みます。 

  一つ、水道施設の老朽化対策について外３点、

５番佐藤弘司議員。 

  〔５番佐藤弘司議員登壇〕（拍手） 

○５番（佐藤弘司議員） 公明クラブの佐藤弘司で

ございます。本日は大変お忙しい中、当議会まで

足を運んでいただきまして、たくさんの傍聴の方

に対しまして心より御礼を申し上げます。大変あ

りがとうございます。 

  初めに、４年に一度でございますので、オリン

ピックの件にちょっと触れさせていただいて質

問に入りたいと思います。 

  涙と感動のリオデジャネイロ五輪が、先月23日

に閉幕いたしました。鮮烈な余韻を残し、五輪旗

は第32回の開催都市、東京へ引き継がれたところ

です。 

  中でも特筆すべきは、内戦、紛争により祖国を

追われた選手が難民選手団を結成し、初めて参加

したことも実に歴史的でありました。スポーツを

通じた世界平和への貢献をうたうオリンピック

憲章を具現化した喜ばしいものと言えると思い

ます。 

  皆様も今回の日本選手団の活躍には驚かれたこ

とと思います。これまでも各議員紹介がありまし

たとおり、金12個、銀８個、銅21個の41個のメダ

ルは過去最多でありました。入賞も過去最多の87

種目に上りました。 

  五輪史上初の個人４連覇を果たしたレスリング

フリースタイルの伊調馨選手は、国民栄誉賞を検

討されているところです。さらには、陸上トラッ

ク種目で日本男子初の２位に輝いた400メートル

リレー、テニス男子シングルスで何と96年ぶりに

メダルをもたらした錦織圭選手など、「初」とか

「何年ぶり」の言葉が連日躍ったところです。 

  日本の勝因は何だったのか、山下泰裕副団長は、

「日本人はプレッシャーに弱いと言われてきた

が、今の選手は臆さない」と精神面の進化を挙げ

ましたが、それだけではないと言われております。 

  強化費の重点投入に加え、指導者、スタッフの
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周到な準備がありました。日本スポーツ振興セン

ターは体をケアする施設を現地に整備し、日本食

も提供。史上最多のメダルを獲得した柔道は、全

選手一緒の予定だったブラジル入りを、出場日を

踏まえ分散したと。また、体操男子監督は視察を

重ね、合宿地を本番と同じ器具がそろう都市に決

めたなど、創意と工夫、そして努力が輝かしい結

果を生んだものと思います。 

  ４年後は日本での東京大会を迎えます。後ほど、

それを機に米沢市もスポーツの裾野を広げるチ

ャンスと捉え、取り組むべきではないかとの質問

をさせていただきます。 

  初めの質問は、水道施設に関してお伺いをいた

します。 

  水は、言うまでもなく人の生活はもとより動植

物を育み、工業生産、そして自然の循環、浄化な

ど、なくてはならないものです。日本は幸いにも

豊富な清流に恵まれ、太古の昔より豊葦原の瑞穂

の国とうたわれ、稲が豊かに実り栄える国という

意味であります。私どもはごく自然に当然のよう

に家庭の蛇口から水を飲み、生活にふんだんに利

用しておりますが、このような国は世界196カ国

中、わずかに15カ国余りであります。お隣の中国

では、火を通さないと生水は飲めません。改めて、

災害もある日本でございますが、この日本の自然

の恵みに感謝しなければと思うところでありま

す。 

  さて、日本の水道施設の状況は、戦後の高度経

済成長期から始まった水道の整備は全国普及率

がほぼ100％に達しております。ちなみに、米沢

市には520キロメートルにも及ぶ上水道管が埋設

されております。このように全国網羅している日

本の水道施設の整備状況は、質、量とも世界に誇

れるところです。 

  しかしながら、このところ、その水道の料金の

値上げが全国的に相次ぎ、高どまりの傾向にあり

ます。国土交通省の日本の水資源の現況という昨

年、2015年版によりますと、水道料金は過去一貫

して上昇していて、12年度の１カ月の家庭用の料

金、10立方当たりですけれども、全国平均で1,453

円でした。この料金を自治体別で比較すると、ど

うしても地方都市ほど高くなっているというこ

とで、米沢市も御多分に漏れず同じ比較では

1,944円ということで、高どまりといいますか、

そういう状況であります。 

  それで、その原因は、水道管や浄水場といった

水道施設の老朽化に伴う維持・更新費用の増大と、

反面その負担を支える人口の減少であります。 

  さらに重要なのは、昭和の高度成長期、1970年

代に急速に整備された水道施設でありますので、

近年水道管の耐用年数であります40年が過ぎる

中、配水管の腐食による漏水事故が多発していま

す。地震に対する耐震性の低下も深刻な状況であ

ります。 

  日本が世界に誇るおいしい水道水、ここでちょ

っと余談ですけれども、私もこの質問をするに当

たって認識を新たにしたところなんですが、私は

ミネラルウオーターが一番安全だと思っていた

のですが、何とこの米沢の日本の水道水がもっと

安全だということを認識したところです。という

のは、ミネラルウオーターの検査項目は５項目あ

ります。それに対して、米沢の水の検査項目は50

項目チェックしているということで、本当に米沢

の水は私もおいしいと思います。もう、がぶがぶ

飲みたいと思ったところでございます。余計なお

話でした。さらに、災害時には命をつなぐ水とな

ります。 

  そこでお伺いいたしますが、米沢市の水道管の

更新、耐震化の進捗状況、また老朽化率などの現

状と将来これからの取り組みをお知らせくださ

い。 

  次の質問は、災害時避難場所となる学校施設の

非構造部材の耐震化についてお伺いいたします。 

  災害列島である日本、本年も熊本地震、そして

先月の台風の９、10、11号の襲来、殊に10号は、

岩手県、そして北海道で甚大な被害を及ぼしまし
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た。被災された皆様には心からお見舞いを申し上

げるところでございます。 

  これまで、首都直下地震や南海トラフ巨大地震

など、大地震発生の可能性が指摘されて久しいと

ころです。災害が発生したときに、地域住民が駆

け込む避難場所として大きな役割を担うのが体

育館を初めとする学校の施設です。全国の公立小

中学校の建物本体の耐震化はほぼ100％です。当

市の学校も100％であると認識していますが、確

認のためなおお答えいただきたいと思います。 

  建物の安全は大丈夫としても、一方で天井や窓

ガラス、そして照明といった非構造部材の耐震化

率は全国平均でも64.5％にとどまっています。こ

れは昨年４月現在の数字でございます。 

  それで、４月の熊本地震では学校の建物本体が

崩壊する被害はなかったものの、天井や外壁など

の損傷や落下が相次ぎ、県内で避難所になった公

立学校223校のうち73校の体育館が機能しません

でした。テレビのニュース映像でも避難所になっ

た体育館の天井が落下したと。そして、幸い人が

いなかったので被害は出なかったものの避難所

を閉鎖したという報道が映し出されたところで

す。もし、平日の日中などに地震が発生していれ

ば、体育の授業に汗を流す児童や生徒たちに大き

な被害が及んだ可能性も考えられます。非構造部

材の耐震化を急がなければなりません。当市の現

状と今後の取り組みをお聞きいたします。 

  ３点目の質問は、中学校部活動の休養日につい

てお伺いいたします。 

  部活動は、生徒がスポーツや文化に親しみ、練

習や研さんを重ねる中で、礼儀や忍耐などを体得

することができるため、健全育成に大きな効果が

あるとされています。米沢市内でも、この夏休み

中にも集中練習とか交流試合などで部活動が活

発に行われたことと思います。 

  その部活動に休養日を設けるかどうかが、今議

論を呼んでおります。平日だけでなく休日も練習

や試合が組まれるケースが少なくないことから、

過密な活動が睡眠や学習時間の不足、そして家族

とのコミュニケーションの低下をもたらすとの

懸念が生徒や保護者、教員などにあるからだと言

われております。 

  このため、文部科学省は全国の市町村の教育委

員会に対し、部活動に休養日を設けるよう促して

きました。 

  しかし、同省が今年７月に発表した調査結果に

よると、中学校の運動部の部活動に週１日以上と

いうように休養日の基準を設定している市町村

教育委員会は全体の３割に満たないことが判明

いたしました。同省は、引き続き休養日の基準を

設けるよう奨励する方針を示しています。米沢市

の現状と課題をお尋ねいたします。 

  最後の質問は、市民の運動、スポーツに関して

伺います。 

  さきに述べたとおりメダルラッシュに沸いたリ

オデジャネイロ五輪が先月閉幕いたしました。そ

して、2020年の東京大会へ早くも期待が高まると

ころです。 

  日本での五輪開催は２回目であります。さきの

1964年、昭和39年の東京大会は、戦後の高度成長

期に向かうときで、日本中がまだまだ貧しかった

時代でありました。私は、佐藤弘司君は小学校３

年生でした。そういう時代もあったんです。その

当時の興奮と感動は今でも鮮明に覚えておりま

す。４年後の東京五輪は、成熟期を迎えた日本で

の開催、生涯で２回、日本開催のオリンピックを

見られるとは思いませんでしたので、今から本当

に楽しみです。 

  スポーツは老若男女さまざまな立場を超えた交

流や鍛え、そして心の向上、健康の増進につなが

ります。 

  2011年のスポーツ基本法の成立や2015年のスポ

ーツ庁の発足など、国を挙げた取り組みの一つ一

つが五輪の成果に結びつき、ひいては国民のスポ

ーツ文化の向上と健康増進に貢献したものと思

います。４年後を見据えたとき、重要なのは、東
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京五輪をスポーツの裾野を広げる絶好のチャン

スと捉え、さらにより多くの米沢市民がスポーツ

に親しむための環境を整備すべきであります。 

  成人が週１回以上運動、スポーツを行うスポー

ツ実施率は15年度で40.4％にとどまり、政府は

65％まで引き上げることを目標としています。子

供から高齢者まで気軽に楽しめる環境整備が必

要だと思うところです。 

  文部科学省では、地域住民が主体となって公共

施設などを利用してスポーツに取り組む総合型

地域スポーツクラブを推奨しています。米沢市の

スポーツ実施率の調査はされているのでしょう

か。また、その結果と取り組みを伺います。あわ

せて総合型スポーツクラブの活動状況をお知ら

せください。 

  以上、壇上より、質問を終わります。 

○海老名 悟議長 宍戸上下水道部長。 

  〔宍戸義宣上下水道部長登壇〕 

○宍戸義宣上下水道部長 私からは、ただいまの佐

藤弘司議員の御質問のうち、水道施設の老朽化対

策についてお答えします。 

  最初に耐用年数を迎えた水道管の更新でありま

すが、本市上水道施設における導水管、送水管及

び配水管の総延長はことし３月末現在で約518.7

キロメートルとなっております。 

  このうち耐用年数が40年を超えた老朽管は約

26.8キロメートルで、老朽化率は総延長の約

5.2％となっております。今後、昭和54年度から

61年度にかけ第６次及び第７次拡張事業によっ

て布設した配水管が82キロメートルほどありま

すので、平成31年度から平成38年度にかけ耐用年

数を迎えることとなります。このため今後の更新

が必要となってきます。 

  現在取り組んでいる老朽管の更新工事の状況で

ありますが、平成19年度から平成32年度まで14年

間の計画を立て、主に昭和30年代に布設された約

24.4キロメートルの古い配水管の更新工事を国

庫補助事業などにより地震に強い耐震性のある

水道管で布設がえを行い、あわせて耐震化も図っ

ております。耐震化率で申し上げますと、総延長

のうち基幹管路と言われる導水管、送水管及び口

径が250ミリメートル以上の配水本管、これでは

14.3％となっております。これ以外の配水支管で

は6.4％、総延長に対しては7.5％となっておりま

す。 

  次に、今後の更新計画についてでありますが、

現在取り組んでいる老朽管更新事業では主に昭

和30年代に布設された比較的漏水事故の多かっ

た普通鋳鉄管の区間を対象に更新しております

が、一方では浄水場から給水先まで耐震性のある

連続した管路となっていない現状がありますの

で、今後の耐用年数を迎えた水道管の更新及び耐

震化については、大地震が発生しても病院や避難

所などの重要施設に給水可能となるように管路

の線的耐震化を進めたいと考えております。 

  このため、本年度は重要管路耐震化基本計画策

定業務を発注し、水道管の種類や口径、布設経路

などを検討しながら計画の策定に取り組むとこ

ろであります。 

  また、東日本大震災以降、耐震化に要する工事

費用が割高となっていることから、将来の給水量

に合わせて口径を小さくするなど、いわゆるダウ

ンサイジングによる配水管の口径の見直しやア

セットマネジメントによる適正な資産管理を行

い、更新事業費の削減と平準化に努めながら効率

的な更新を進めていきたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○海老名 悟議長 大河原教育長。 

  〔大河原真樹教育長登壇〕 

○大河原真樹教育長 私からは、災害の際、避難所

となる小中学校の屋内運動場の非構造部材の耐

震化の現状と今後の予定についてお答えいたし

ます。 

  まず、初めに学校の耐震化でございますが、

100％でございます。 

  小中学校の非構造部材の耐震化につきましては、
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地震によるつり天井の落下を未然に防止するた

めのつり天井撤去と窓ガラス飛散防止フィルム

張りつけ工事を実施しております。また、つり天

井撤去の際にはつり下げ式のバスケットゴール

板、照明器具並びに肖像画についても落下防止の

補強を行っております。 

  小中学校でつり天井の撤去を要する屋内運動場

は６校７カ所ありましたが、平成27年度に六郷小

学校のつり天井を撤去したため、残りは５校６カ

所になっています。今後の予定としましては、平

成29年度から30年度にかけて、西部小学校東屋内

運動場での実施を計画しております。このほか西

部小学校西屋内運動場、南部小学校西屋内運動場、

関小学校、上郷小学校、第六中学校の５校５カ所

につきましては、第２期実施計画に掲載できるよ

う努め整備を進めていく考えです。 

  次に、窓ガラス飛散防止フィルム張りつけ工事

を要する屋内運動場は７校８カ所でありました

が、平成24年度から26年度にかけて興譲小学校、

東部小学校、南部小学校、北部小学校、第二中学

校の５校６カ所を実施したため、残りは２校にな

っています。２校のうち西部小学校の東屋内運動

場につきましては、先ほど説明しましたつり天井

撤去を含めた大規模改修の際に実施を予定して

おります。塩井小学校につきましては、第２期実

施計画に掲載できるよう努め、整備を進めていく

考えです。 

  続いて、部活動に関してですが、初めに部活動

を指導する教員の状況についてお答えいたしま

す。 

  中学校の部活動については、中学校学習指導要

領の総則に学校教育の一環として教育課程との

関連が図られるよう留意することと記載されて

おり、学校教育として位置づけられています。学

校の管理下で行われている活動であり、原則教員

が指導を行っております。そのため活動中の生徒

の安全を見守り、かつ顧問の負担軽減を図るため

に、現在市内全ての中学校で複数顧問制を導入し

指導に当たっております。 

  休日の部活動指導における手当につきましては、

山形県職員等の特殊勤務手当に関する条例に規

定されており、教育職員特殊業務手当支給基準に

基づいて特殊業務手当が支給されております。過

去10年間の特殊業務手当の推移ですが、４時間程

度の業務に従事した場合、平成20年までは、日額

でありますが1,200円、平成21年から2,400円、平

成27年から3,000円となっております。また、大

会引率等で８時間程度の業務に従事した場合、平

成20年までは1,700円、平成21件から3,400円、平

成27年から4,250円となっております。 

  次に、活動時間など部活動の状況についてお答

えいたします。 

  休日の部活動については、山形県中学校長会の

部活動に関する申し合わせがあり、原則として毎

週日曜日は部活動休止日とする、日曜日を部活動

休止日とできない場合は直近の土曜日を休止日

とする、諸般の事情でやむを得ず土日に休止日を

とれなかった場合は、直近の授業日を部活動休止

日とするとしております。米沢市内の学校におい

てもこの申し合わせのもと、校内規定に基づいた

部活動が行われており、教職員の定時退庁日や部

活動休止日などを実情に応じて設定しています。

休日の練習試合や遠征につきましても、過度な負

担にならないよう、また家庭との連携を十分にと

りながら行っていかなければならないと考えて

います。 

  次に、課題についてお答えいたします。 

  中学校の部活動は学習意欲の向上や責任感、連

帯感の涵養と人格形成や健やかな心身の成長に

資するものであり、学校教育の一環として中学校

教育の中で果たす教育的意義は極めて大きいも

のがあると捉えています。 

  しかしながら、競技経験があり専門的な指導が

できる教員がいる一方で、競技経験がなく専門的

な実技指導が難しい教員もおりますので、地域の

方々に協力をお願いし、外部指導者として顧問を
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サポートしていただきながら活動を行っている

状況もございます。 

  今後も地域の方々や社会体育諸団体に協力を仰

ぎながら、子供たちの心身の健全育成に重点を置

いて進めていく必要があるかと思います。 

  次に、運動・スポーツの裾野を広げた健康長寿

の米沢についてお答えいたします。 

  本市では、スポーツ基本法に基づき平成26年４

月に米沢市スポーツ推進計画を策定し、米沢の未

来をともにつくり上げるスポーツ文化の確立を

基本目標として、10年間を見通して進めておりま

す。文部科学省では、スポーツ基本計画の中で、

成人の週１回以上のスポーツ実施率が65％、週３

回以上が30％となることを目標としているとこ

ろですが、本市における米沢市スポーツ推進計画

策定の際の平成25年市民アンケート調査では、週

１回以上のスポーツ実施率が33.1％、週３回以上

は16.4％と、いずれも下回ったところでございま

す。 

  スポーツは心身の健全な発達、健康及び体力の

保持増進、精神的な充足感など生涯にわたり心身

ともに健康で文化的な生活を営む上で不可欠で

あります。 

  本市では、基本方針の一つとしてスポーツのあ

る生活を掲げ、年齢や性別に左右されることなく、

学校や地域等で多世代にわたって市民がスポー

ツに触れることができるような環境整備に努め

ております。 

  具体的には、子供のスポーツ機会の充実という

ことで、運動の得手不得手にかかわらず、分け隔

てなくスポーツを楽しむことができるような環

境整備を進めるために、放課後子ども教室やスポ

ーツ少年団等と連携を図り、スポーツに親しむ機

会がふえるよう支援を行っているところです。そ

して、一人一つのスポーツを目標に、誰もが興味

や関心、適性等に応じて日常的にスポーツに親し

める環境づくりを進めるために、体育協会やスポ

ーツ推進委員、鷹山大学等と連携し、スポーツ教

室や講座等を開催しているところもございます。 

  さらにＮＰＯ法人アビーカ米沢スポーツクラブ、

アルカディアスポーツクラブ、スポーツクラブＯ

ＭＯＮＯ、ＮＰＯ法人スポーツクラブ米沢の４つ

の総合型地域スポーツクラブによる高齢者の体

力、健康づくりのプログラム実施についても支援

をしております。 

  今後とも関係団体・機関と連携を図りながら、

スポーツを通して地域の健康・教育・交流の推進

に努め、とりわけ高齢者の健康寿命の延伸による

医療費・介護費の抑制の一助となるよう進めてま

いります。 

  私からは以上です。 

○海老名 悟議長 佐藤弘司議員。 

○５番（佐藤弘司議員） 答弁ありがとうございま

した。質問順に２回目、お伺いをしてまいります。 

  まず、水道ですけれども、確認ですけれども、

水道事業の運営は基本独立採算で管理する自治

体が行って、利用者が支払う使用料金で運営して

いるということでございまして、昔は管路を延ば

せばその分だけ収入が入っていたと思うんです

けれども、現在は今答弁があったとおり老朽管の

維持とか更新が欠かせない状況でございますの

で、悪循環といいますか、その負担を支える人口

が減少するという、維持する固定費は同じでも財

政は厳しい状態、悪循環が続いていると思うんで

すけれども、基本、米沢も同じような傾向である

わけですよね。確認します。 

○海老名 悟議長 宍戸上下水道部長。 

○宍戸義宣上下水道部長 今回、27年度の決算でも

御報告申し上げますが、現在米沢市のほうについ

ては、過去にさまざまな経営改善を図ったという

ようなことがございまして、現在のところについ

ては、水道会計については黒字を計上しておると

ころでございます。 

  しかしながら、今後先ほどの老朽化した管の更

新ですとか、さまざまな施設が古くなってまいり

ます。そうした場合については、今後相当な投資
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を必要とするというふうになりますので、将来に

ついてはかなり厳しくなるのではないかなとい

うふうに認識しているところです。 

○海老名 悟議長 佐藤議員。 

○５番（佐藤弘司議員） 水は、とにかく命をつな

ぐ水ですので、老朽管の更新は延々というか、将

来にわたってしていかなければならない事業だ

と思います。その利用料金だけでは老朽管の更新

は無理だとやっぱり思います。決算書に剰余金の

部分がありましたけれども、建設改良積立金が27

年度は２億7,700万円、年度末残高が22億1,000万

円と、この建設改良積立金というこの積立金が今

申した老朽化とか更新などに充てられていると

考えてよろしいわけですか。 

○海老名 悟議長 宍戸上下水道部長。 

○宍戸義宣上下水道部長 現在のところは、建設改

良積立金については取り崩すというような形で

の老朽管更新はしてはおりません。料金収入とか、

そういったもので現在は賄われているというこ

とでございます。 

○海老名 悟議長 佐藤議員。 

○５番（佐藤弘司議員） あと、更新の優先順位に

ついて伺いますが、先ほど部長も避難所等々の公

共施設の周辺と、それは大事なことだと思います。

それで、当然老朽化した順に更新していくのは基

本的でありますけれども、先ほど災害の件にも触

れましたけれども、やっぱり避難所になる公共施

設の周りを最優先といいますか、自治体の行政全

体的ですけれども、どうしても採算性などにとら

われがちでありますけれども、やっぱり災害発生

時にこそ、その真価が問われるということだと思

いますので、そこに目を向けるのが我々政治、行

政の務めであると思いますので、先ほど部長も申

したようにそういう避難所の近辺をまず耐震化、

老朽化の更新をしていくということが大事だと

思いますので、もう一度確認のためその部分のコ

メントをお願いいたします。 

○海老名 悟議長 宍戸上下水道部長。 

○宍戸義宣上下水道部長 国のほうでも水道事業の

さまざまな経営関係についてはこのようにとい

うようなことで、ビジョンあるいは耐震化を図る

べき管路の考え方とか、そういったものは順次情

報が流れてきます。これについては、やはり全国

ネットでもってさまざまな情報が集まる仕組み

になっているというようなことで、さまざま毎年

新しい情報が来るわけでございますが、やはり老

朽管を更新する際については耐震化も一緒に図

るべきだというような御指導もいただいており

ますし、本市についてもそれに沿った方針で進め

ております。 

  また、災害時については、避難所ですとか大勢

のけが人等が出た場合については、病院ですとか、

あと現在入院されている方とか、そういった方に

ついて、入院患者についての水とかそういったも

のが大切になってきますので、あとは福祉施設で

すとか、そういう弱者と言われる多くの方が使わ

れる施設については、最重要でもって給水が途絶

えないようにというようなことで指導いただい

ておりますので、今後計画を策定してまいります

が、それに沿った、今言ったようなことに沿った

もので整備をしていきたいというように考えて

おります。 

○海老名 悟議長 佐藤議員。 

○５番（佐藤弘司議員） よろしくお願いいたしま

す。国としても、本当に国民の生活を下支えする

ライフラインを次世代に引き継ぐということは

大事だということで、経済対策にも盛り込んでい

ますし、先ほど部長も言ったとおり国庫補助金な

ども有効活用してどんどん進めていただきたい

と思います。 

  このたびも、先月24日、８月24日に400億円の水

道老朽化対策として補正予算も予算化されて、そ

して今月召集予定、26日だと思うんですが、臨時

国会で審議されるという運びにもなっておりま

すので、国、県なりを通して、そういうお金をど

んどん有効活用して進めていただきたいと思い
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ます。 

  次に、非構造部材の耐震化でございますが、今

教育長からるる説明があった計画に沿ってやっ

ているという報告をいただきましたが、ちょっと

聞くところによると、非構造部材の耐震対策とい

うのは、安全点検の種類が非常に多いとかそうし

たことで、耐震化の工法も特殊なために一般の建

設業者では対応されない、できないと。だから耐

震化がおくれている原因だというようなちょっ

と報道も一部あったんですが、そのようなことも

あるんでしょうか。教育長に聞くべきなのかどう

かわかりませんが、いわゆる地元の企業で即対処

できるということかどうかだけ確認したいんで

すが。 

○海老名 悟議長 船山教育管理部長。 

○船山弘行教育管理部長 教育委員会として、専門

的かどうかという判断がなかなか難しいところ

でありますが、六郷小学校の屋内運動場について

は既に終わっておりますので、一定程度できるも

のというふうに理解しております。 

○海老名 悟議長 佐藤議員。 

○５番（佐藤弘司議員） わかりました。 

  あと、今後残された部分を計画的にやっていく

ということでした。何か私ちょっと思ったんです

が、西部小学校がいろいろ一番いっぱい残ってい

るようで、私も西部小学校に行く機会が一番多い

もので心配なので、早くやっていただきたいと思

います。 

  それで、最近本当に地震でも、さきの台風でも、

過去に例のない場所で災害が起きると。これが日

本の国民の皆さんは認識を新たにしたことと思

います。本当に他人事ではございませんので、避

難所が被災時に使用できないという状況、これは

一刻も早く改善すべきでありますので、スピード

感を持って対応をお願いしたいと思いますが、１

点ちょっと確認しますが、今教育委員会からのお

答えがあったところでありますが、危機管理など

総務関係部署との連携とか、そういう部分はいか

がなっているんでしょうか。 

○海老名 悟議長 船山教育管理部長。 

○船山弘行教育管理部長 施設そのものについては、

議員お述べのとおり避難所にもなっております

ので関係はもちろんあるわけですけれども、もと

もとは教育機関として整備すべきものというふ

うに判断しておりますので、まず建物、構造・非

構造限らずですが、教育委員会でまず整備をする

と。 

  ただ、防災関係で必要な設備、あるいは防災庫

等については、その時折に応じて危機管理と連携

しながら整備をしてくというふうなことにして

おりました。 

○海老名 悟議長 佐藤議員。 

○５番（佐藤弘司議員） では、そのように連携し

ながら、よろしくお願いしたいと思います。 

  次に、部活動の休養日の件ですけれども、私は

さまざまな観点から見て、休養日の導入は検討に

値するし、必要だと思います。 

  教育長の今の御答弁では、きちっとできている

という判断でよろしいですね。休養日を設けてい

るということ。 

○海老名 悟議長 大河原教育長。 

○大河原真樹教育長 大会が近いというときの土日

の練習試合等は実施しておりますけれども、そう

いう場合でも、平日、ほとんどの学校は月曜日に

休止日というふうにしておりますけれども、人数

の多い学校などは２日に分けて、月曜日は何々部、

水曜日は何々部というふうに休止日をとってお

るものというふうに思っております。 

○海老名 悟議長 佐藤議員。 

○５番（佐藤弘司議員） 全体的に日本の先生の業

務負担は、国際的に比べても非常に重いとされて

おります。ＯＥＣＤの調査によりますと、全国の

中学校の先生方の勤務時間は週約54時間で、加盟

国の中でも最も長いということで、部活動などの

課外の指導は平均の何と3.5倍にもなるという報

告です。これでは授業の準備がおくれたり、健康
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に支障を来しかねないということで、過度の負担

を避けるためにもやっぱり休養日の導入をしっ

かり考えていただきたいと思いますし、義務教育

でありますので学校の差とかそういうものがな

いようにしてもらいたいと私は思います。そうい

う個人差とか学校差はあるんでしょうか。ある程

度あると思いますので、その辺ちょっとお答えい

ただけますか。 

○海老名 悟議長 大河原教育長。 

○大河原真樹教育長 そうですね、学校差といいま

すか、例えば期待されている部活動といいますか、

今年度、米沢では第一中学校が女子バスケ部県大

会優勝、第二中学校がソフトボール県大会優勝で

した。そういうやっぱり新人からずっと勝ち続け

ている部などに対する保護者の方の期待度、そし

て周りからの期待度がやっぱり高いのかなと。そ

うすると、どうしても先生も無理したり、子供た

ちにも無理をさせたりというふうになっていく

のかなというふうに思いますけれども、やはりそ

ういう場合でも休養というのは必要ですので、そ

の休養という部分についてはしっかりと話をし

てとっていくようにというふうにしていきたい

と考えております。 

○海老名 悟議長 佐藤議員。 

○５番（佐藤弘司議員） わかりました。そのよう

にひとつ対処をお願いしたいと思いますし、あと

は先ほど報告があったとおり外部からの指導者

の活用ということで、やっぱり休養日を設けるこ

とによってその個人差はあるとしても、練習量が

減るとか、技術の向上も心配だとかいう生徒も出

てくるかもしれないし、またそうこともあって指

導教員とは別にやっぱり外部指導者の活用とい

うのも、やっぱり私も一案だと思いますので、本

当に有効に活用して、先生の負担また生徒の負担、

家庭とのコミュニケーションが薄れることのな

いように取り組んでいただきたいと思います。部

活動に対する生徒の情熱やそれに応えようとす

る先生方の意欲を可能な限り尊重すべきことは

言うまでもありませんが、今申したように生徒の

健全育成という部活動本来の目的が阻害される

ことがあってはなりませんので、休養日の議論と

いうのはこうした観点を軸に、今後とも進めてい

ただきたいと要望いたします。 

  あと、最後、運動・スポーツですけれども、総

合型スポーツクラブの報告もありました。今、米

沢にはまちづくり総合計画の中にも、誰もがスポ

ーツに親しめる環境づくりの推進ということで

載っておりまして、今報告があったとおり総合型

スポーツクラブは４クラブあるということであ

りますが、全国には3,550団体に広がっていると

いうことで、これに対して米沢の４団体というの

は多いか少ないかは別にしまして、今報告があっ

たとおりＮＰＯ法人化した４つのクラブが、これ

はお年寄りとか競技の上手下手とか、レベルに関

係なくやっぱり取り組んでいるスポーツクラブ

なんですか。私も勉強不足で済みませんが、１点

お伺いいたします。 

○海老名 悟議長 船山教育管理部長。 

○船山弘行教育管理部長 ４つクラブがあるのは先

ほど述べたとおりなんですけれども、それぞれに

やっぱり特徴がございまして、地域に根差したと

ころ、あるいはある種目に特化して最初にまず集

まってその中でいろんな活動をしていくグルー

プというふうにさまざまではありますが、当然そ

の中でも高齢者のほうを対象とした催し物等を

企画していただくようにお願いもしておるとこ

ろです。 

○海老名 悟議長 佐藤議員。 

○５番（佐藤弘司議員） わかりました。 

  最後にしますけれども、東京オリンピック、４

年後にあるわけですが、米沢市もそれを機に運動

意識の高揚をさらに図っていくべきと思います。

それが健康長寿の米沢を築くことになりますし、

結果として将来、12月に予定していますが、国保

税の税率アップなどすることなく医療費の抑制

に貢献できるものと希望をしておるところでご
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ざいます。 

  皆様方の期待どおり、お昼になりましたので、

これで終了いたします。ありがとうございました。 

○海老名 悟議長 以上で５番佐藤弘司議員の一般

質問を終了し、暫時休憩いたします。 

  再開は午後１時といたします。 

 

午前１１時５７分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 １時００分 開  議 

 

○海老名 悟議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  次に進みます。 

  一つ、予防医療の取り組みについて外２点、23

番太田克典議員。 

  〔２３番太田克典議員登壇〕（拍手） 

○２３番（太田克典議員） 皆さん、こんにちは。

市民平和クラブの太田克典であります。 

  まずもって、このたびの台風によってお亡くな

りになられた方々、また被害に遭われました皆様

方に、心からのお悔やみとお見舞いを申し上げる

次第でございます。 

  初当選以来、きょうで５回目の一般質問となり

ます。お忙しいところ傍聴においでくださいまし

た皆様方に心から御礼を申し上げます。 

  今回は３項目について質問いたします。毎回申

し上げることでありますけれども、簡潔に、また

明確な御答弁をお願いいたします。 

  初めに、予防医療の取り組みについてお伺いし

ます。 

  先般、８月23日の民生常任委員会協議会、８月

25日の市政協議会において、本市における国民健

康保健についての報告がありました。内容は、被

保険者加入世帯の減少によって国民健康保険税

の収入が減少していること。その一方では、高齢

化の進展によって１人当たりの保険給付額、いわ

ゆる医療費が増加していること。その結果として、

平成22年度から実質単年度収支の赤字が続いて

おり、平成27年度の実質単年度収支は２億円のマ

イナスになるというものでありました。 

  そして、７月28日の米沢市国民健康保健運営協

議会において、１人当たり年間税額12％から15％

の増額となる税率の改正について諮問したと。今

後、その協議会における審議を経て、９月中には

答申を得て、市議会12月定例会に国民健康保険税

条例の改正案を上程したいとしております。 

  こうした状況の中、いかに医療費を抑制するか

という観点から、いわゆる予防医療の取り組みが

ますます重要になってきていると思います。 

  本市においては、これまでもさまざまな取り組

みがなされてきておりますけれども、さきに述べ

ましたような厳しい状況が続いていることを踏

まえ、これまでの取り組みの現状と今後の課題に

ついてどのように認識されているのかお伺いし

ます。 

  次に、市立病院の建てかえについて伺います。 

  昨年５月29日の総務文教常任委員会協議会、６

月１日の民生常任委員会協議会、さらには６月３

日の市政協議会において、耐震改修促進法に基づ

く耐震診断結果が報告されました。対象となった

施設は、市役所本庁舎や置賜総合文化センター、

米沢市営体育館、そして米沢市立病院であります。 

  そのうち市立病院につきましては、外来診療棟

南棟・北棟いずれも地震の振動及び衝撃に対して

倒壊し、または崩壊する危険が高いと判定され、

古い耐震基準で設計されており、コアコンクリー

トの圧縮強度が著しく低いので補強は無理であ

るために早期の建てかえを勧められたという内

容になっております。 

  また、この診断結果を受けまして、今後の対応

方針として、現実的な選択肢としては、現在の建

物についての耐震補強は行わず、病院全体の建て

かえ計画を可能な限り早期に進めていくとして
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います。 

  当市議会では、この耐震診断結果が出る前から

市立病院の建てかえについて特別委員会を設置

して検討を重ねてきましたが、この耐震診断の厳

しい結果を受けて、早期に建てかえる必要性がま

すます大きくなったものと認識しております。 

  しかしながら、昨年来の精神科をめぐる問題に

より、病院の建てかえそのものの検討議論がとま

っているのではないかと危惧いたします。 

  そこで、改めてお伺いします。建てかえに向け

た検討状況はどうなっているのでしょうか。お答

えください。 

  このような状況の中、山形県では山形県地域医

療構想案を策定し、この７月13日から８月11日ま

でパブリックコメントが募集されました。この地

域医療構想は平成26年６月の地域における医療

及び介護の総合的な確保を推進するための関係

法律の整備等に関する法律、いわゆる医療介護総

合確保推進法の制定によって医療法が改正され、

都道府県が将来の医療需要と必要病床数を示す

とともに、目指すべき医療提供体制を実現するた

めの施策を策定することとされたことに応える

ものであります。 

  この山形県地域医療構想案が、市立病院の建て

かえについてどのように関係してくるのか。その

影響をどのように認識しているのかお答えいた

だきたいと思います。 

  ３点目として、空き家対策の現状と今後の取り

組みについてお伺いします。 

  まず、空き家の現状をどのように捉えているの

かということです。７月16日の山形新聞で、鶴岡

市における空き家の現状についての報道があり

ました。内容は、鶴岡市は15日、報道前日の７月

15日、市内の空き家に関する調査結果を公表し、

毎年100棟のペースで増加していることを明らか

にしたというものあります。 

  そこで、本市における空き家の状況はどうなっ

ているのか。市内の空き家の現状を捉えているの

かどうか、その点をお聞きします。 

  次に、今後どのように対策を進めていくかです。 

  空き家対策については、昨年の６月定例会でも

取り上げました。その際の答弁として、まずは山

形県空き家活用支援協議会が設置する相談窓口

の周知を図る。そして、庁内関係各課によるプロ

ジェクトチームでの話し合いや市内の若手の団

体による利活用に関するワークショップを行っ

ていくというものでした。 

  昨年６月から１年以上たつわけでありますけれ

ども、こうした取り組みはどうなっているでしょ

うか。お伺いいたします。 

  以上、壇上からの質問といたします。 

○海老名 悟議長 堤健康福祉部長。 

  〔堤 啓一健康福祉部長登壇〕 

○堤 啓一健康福祉部長 私からは、１の予防医療

の取り組みについてお答えいたします。 

  現在、健康課で実施しております事業につきま

しては、予防医療のうち疾病の予防、健康増進、

健康教育、予防接種などの１次予防、重症化の防

止、病気の早期発見と早期治療のための健康診査

やがん検診などの２次予防について幅広く実施

しています。 

  予防医療の重要性は十分に認識しており、米沢

市民健康づくり運動計画の基本理念にあります

ように、子供から高齢者まで全ての市民が希望や

生きがいを持ち、一人一人健やかで心豊かに生活

できることを目指して事業を実施しております。 

  具体的には、成人保健におきましては各種健康

診査・がん検診・健康教室・健診結果説明会・訪

問指導、それから健康相談、介護予防事業として

サロン健康講座、健康づくり事業として食生活改

善推進員の養成や支援・栄養指導・自殺対策など、

母子保健におきましては各種乳幼児健診・健康教

室・各種相談・赤ちゃん訪問などを実施しており

ます。さらに、感染症予防におきましては、乳幼

児や高齢者の予防接種を実施しております。 

  このような活動を通しまして、健康意識を高め、
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病気の予防や早期発見に努めることが、結果とし

て医療給付費や介護給付費の抑制につながって

いくと考えております。 

  次に、事業を進めていく上での課題についてお

答えいたします。 

  米沢市の国民健康保健における特定健康診査の

受診率は、残念ながら山形県内最下位となってお

ります。これまで、健診を受けやすくするために

土・日健診やレディースデーなど健診形態の多様

化を図ったほか、抽せんでお米券をプレゼントす

るなどさまざまな取り組みを実施してまいりま

したが、その受診率への効果は微増にとどまって

おります。 

  また、国民健康保健や介護保険の給付費は毎年

数％伸び続けており、米沢市の一般会計における

民生費の金額もふえております。 

  そこで、平成26年度に米沢市における健康課題

の現状分析を行ったところでございます。その結

果、月200万円以上の高額な医療費がかかってい

る方では約７割の方が過去に一度も健診を受け

ていないこと、月400万円以上の方はほとんどが

循環器系の疾患で高血圧、糖尿病などの生活習慣

病を基礎疾患に持っていることなどがわかりま

した。さらに、国民健康保険の１人当たりの生活

習慣病等における医療費は、健診受診者に比べ未

受診者が2.5倍もかかっております。 

  また、同年に実施しました健診実態調査では、

健診を受けない理由は、治療中だから、あるいは

心配なときは医療機関に行くから、健康だからが

多くなっておりました。 

  このことから、生活習慣病の予防や早期発見の

ためには毎年健康診査を受けることが重要で、市

民にそのことを十分に理解していただくための

活動を強化していかなければならないと考えて

おります。 

  これらを受け、健康課では平成27年度から課内

の業務を見直しまして、地区担当ブロック制をと

り、地区健康教室の開催や地区文化祭等での健康

相談、戸別訪問など、住民への積極的な介入によ

り、自分の健康は自分で守るという健康意識の高

揚を図る取り組みを行っております。 

  また、健診結果説明会を実施し、個別指導を通

して自分の健康状態を理解していただき、継続受

診や食生活改善と適度な運動の実施など、行動変

容を促すようにしております。 

  しかし、これらの取り組みはすぐに結果が出る

ものではなく、地道な活動が必要であります。健

診結果説明会の参加者からは、参加してよかった

との御意見も多くいただいており、お配りしてい

る健康ファイルには毎年の健診結果をつづって

健康管理もできるようにしておりますので、今後

とも継続して実施してまいります。 

  私からは以上です。 

○海老名 悟議長 加藤病院事務局長。 

  〔加藤智幸市立病院事務局長登壇〕 

○加藤智幸市立病院事務局長 私からは、２項目め

の市立病院の建てかえについてのうち、建てかえ

に向けた検討状況についてお答えいたします。 

  昨日の佐藤忠次議員の御質問にもお答えしてい

るところではありますけれども、市立病院の建て

かえにつきましては、精神科休止に伴い基本計画

の取りまとめを一時中断しているところであり

ますが、経営面での影響とあわせて、医師が減っ

たことにより一人一人の医師への負担もふえ、そ

れに伴い休日夜間の救急医療の継続が相当に厳

しい状況になってきております。 

  今後は、経営面での立て直しとあわせて、今年

度内に策定される地域医療構想の案でも示され

ている必要な診療機能の重点化と病床機能間の

連携の進捗状況を踏まえるとともに、現在市内の

輪番体制による救急医療が関係病院の勤務医不

足や医師高齢化により相当厳しい状況にあるこ

とから、将来的な本市の救急医療の継続を最重要

課題として、さらには人口減少社会における地域

医療のあり方について、どのような医療連携を図

っていけるのかを市内民間病院と協議し、改めて
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市立病院の建てかえの考え方や見通しを示して

いく必要があると考えております。 

  私からは以上です。 

○海老名 悟議長 渡邊病院事業管理者。 

  〔渡邊孝男病院事業管理者登壇〕 

○渡邊孝男病院事業管理者 私からは、市立病院建

てかえと地域医療構想案との関係についてお答

えいたします。 

  ただいま市立病院事務局長が建てかえに向けた

検討状況の中で触れたところでありますが、置賜

構想区域の主な施策としては、地域に必要な診療

機能の重点化と病床規模の適正化及び各病床機

能を担う病院間の相互連携の推進、救急医療、周

産期医療等の確保、在宅医療の拡充、人材の確

保・育成等と示されており、具体的な取り組みに

関しては、地域医療構想策定後、構想区域ごとに

調整会議を設けて進めていくことになります。 

  今後、調整会議において、さまざまな方策とそ

の達成を推進するための協議を経た後、同構想の

実現に向けた取り組みの中で先ほど事務局長が

申し述べた本市固有の状況も踏まえた上で、市立

病院のあり方や建てかえの考え方を示していく

必要があると考えております。 

  私からは以上でございます。 

○海老名 悟議長 杉浦建設部長。 

  〔杉浦隆治建設部長登壇〕 

○杉浦隆治建設部長 私からは、３項目めの空き家

対策の現状と今後の取り組みについての（１）空

き家の現状をどう捉えているかと、（２）今後ど

のように対策を進めていくかのうち、対策や庁内

の対応等についてお答えします。 

  初めに、本市の空き家の状況のうち、まず件数

についてお知らせします。 

  平成24年11月に行った各コミュニティセンター

を通じて町内会など約380地域の皆様に御協力い

ただき調査し、集計した空き家件数は899件であ

りました。その後、解体されたものや地域の皆様

から新たに通報で寄せられたもの、調査によって

判明した空き家など、また市で把握した滅失分な

どを増減したところ、平成27年12月現在の集計し

た把握件数は678件となっております。この数字

につきましては、平成24年の調査以降に空き家に

対応した条例や法律が施行されて、空き家が全国

的な社会問題としてマスコミ等で大きく取り上

げられるようになり、以前と比較すると所有者な

どの意識変化が見られたことや、本市で条例に基

づき助言や指導、そして応急措置等を実施してい

ることも効果としてあらわれてきている面と、一

方では最初の調査以降、市への通報のない空き家

の件数もふえていることを考慮すれば、その数は

当方で現在把握している件数以上の空き家があ

るものと推察しております。 

  そして、今後既存住宅の老朽化、人口減少、高

齢者世帯の増加などからますます空き家、そして

空き家予備軍はふえ続け、この問題が深刻化して

いくものと捉えております。 

  そして、現在の対応状況については、この４月

からは建設部都市整備課が全体的な市窓口とな

り、空き家問題に関係する総合政策課や環境生活

課などと事案に応じて連携しながら、適正管理や

除却、売買、そして利活用などについての周知や

相談も含め対応方を行っているところでありま

す。 

  具体的な対応としては、平成26年度からは固定

資産税の納税通知書に空き家に関する文書を同

封し、空き家の適正管理のお願いと本年度からは

売りたい、貸したい方のために山形県空き家活用

協議会の相談窓口となっている宅建協会米沢支

部と不動産協会置賜相談所の紹介を行い、新たに

空き家をふやさないよう周知に努めているとこ

ろでもあります。 

  また、危険空き家の除却を支援するため、不良

住宅除却促進事業費補助金の案内と受け付け、解

体業者などの紹介などを行っております。 

  また、緊急時の当面措置として、相続放棄や所

有者の連絡がつかない空き家については、一部取
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り壊しや部分補強などの応急措置業務を業者に

委託し対応しているほか、程度にはよりますが職

員みずからが除草や蜂の巣駆除、ほぼ倒壊してい

る家屋やごみの処理、またコンパネ等の資材を利

用して補強などにも対応しているところでもあ

ります。 

  平成27年５月に空家等対策の推進に関する特別

措置法が完全施行され、倒壊等著しく保安上危険

となるおそれのある空き家を特定空家と規定し、

その措置として助言または指導、勧告、命令が可

能となり、さらには行政代執行の方法により強制

執行することも可能となりました。本市において

も、著しく保安上危険な空き家については、県に

相談しながら法に基づく特定空家等として認定

し、手続を進めていくことも検討しているところ

であります。 

  また、空き家対策に関係する課、総務課、総合

政策課、秘書広報課、環境生活課、都市整備課の

５課による空き家対策検討会を平成24年度に設

置しており、一番苦情や相談が寄せられる時期で

ある冬期間に対応するため、昨年までと同様に関

係５課の当番制をとり、通報や苦情、雪おろしな

どに対応していく予定でもおります。 

  このように現在は通報等が寄せられたもの、ま

た問題となっている空き家への対応業務が主と

なっております。 

  ただいま御紹介もありました先進地である鶴岡

市のような空き家予備軍の把握や積極的な空き

家利活用を想定したもう一歩踏み出した空き家

対策にはまだ至っていない現状となっておりま

す。 

  続きまして、今後どのように対策を進めていく

かについてお答えします。 

  まず、現状として、先ほど空き家件数をお知ら

せしましたが、対策を講じていくには、まずは実

態に即した把握が必要と思っており、来年度に市

内全域を対象といたしました空き家調査を実施

する予定でおります。このため、今年度について

は、より効果の得られる調査方法や調査内容につ

いて検討し、準備に入ってまいりたいと考えてお

ります。そして、来年度、平成29年度については、

その実態調査結果に基づき、件数把握や追跡分析

はもとより、現在行っている新たに把握した空き

家所有者を対象にしたアンケート調査から浮か

んでくる問題点や所有者の意向、ニーズを分析す

るとともに、現在総合政策課で実施している他団

体との意見交換会やワークショップなどで出さ

れた提案なども取り入れながら、対策及び施策の

検討を行い、法律に基づく米沢市空き家等対策計

画を策定したいと考えております。 

  なお、この計画策定作業は、現在のところ庁内

５課による空き家対策検討会を中心にしてまと

め上げていきたいと考えておりますが、実態調査

の結果や御意見、提案によっては庁内プロジェク

トチームなどの体制がベストなのかも検討して

いきたいと考えているところであります。 

  また、所有者などへの助言や指導、必要に応じ

た応急措置とともに、危険家屋の除却支援として

現在行っております米沢市不良住宅除却促進事

業費補助金を引き続き実施してまいりたいと考

えております。 

  私からは以上であります。 

○海老名 悟議長 我妻企画調整部長。 

  〔我妻秀彰企画調整部長登壇〕 

○我妻秀彰企画調整部長 私からは、空き家対策に

ついてのうち、空き家の利活用についてお答えい

たします。 

  本市においても空き家の利活用はこれから非常

に重要であると認識しており、空き家をふやさな

いようにするための対策として、空き家になって

しまう前に管理、改修、活用などに関して事前相

談を受ける窓口を利用していただいております。 

  昨年７月に山形県空き家活用支援協議会が設置

した相談窓口におきましては、実績としまして、

昨年は８件、ことしはこれまで６件の相談があり、

主に空き家の売買に関するものが多いようであ
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ります。 

  今後はさらに市民の皆様に利用していただける

ようホームページや広報などで周知を行い、空き

家活用支援協議会と情報を共有しながら連携を

深め、空き家の適正管理や有効活用について総合

的に進めてまいります。 

  一方、庁内での関係各課での話し合いや若者団

体との話し合いにつきましては、まだ利活用に特

化したプロジェクトチームなどでの話し合いは

行っておりません。ことし３月には米沢商工会議

所青年部、米沢青年会議所、大学生サークルなど

の市内若者団体にお集まりいただき、市内で実施

している空き家を利活用した活動事例を御紹介

いただくなど、さまざまな空き家の有効活用に向

けた取り組みについて意見交換を開催いたして

おります。 

  今後は他団体も含めたワークショップに広げな

がら、本市の特色を生かした空き家の活用につな

げられるよう検討してまいります。 

  また、居住を目的に空き家を購入された個人の

方に対しまして、購入費用の一部を補助する空き

家利活用支援事業補助金制度、空き家を増改築ま

たはリフォームされた方に対して工事費用の一

部を補助する住宅リフォーム総合支援事業補助

金制度なども積極的に活用いただきながら、市内

の空き家の利活用を図ってまいりたいと思って

おります。 

  私からは以上です。 

○海老名 悟議長 太田議員。 

○２３番（太田克典議員） まずは、御答弁ありが

とうございました。順次、質問席のほうから質問

させていただきたいと思います。 

  まず、予防医療の取り組みについて、先ほど回

答の中では、予防医療の取り組みについてはこれ

からも重要と認識しているというふうな御回答

だったかと思います。その回答を踏まえまして、

今までやってこられた取り組みについて、私なり

に評価できる部分を一つ挙げさせていただきた

いと思いますが、先ほども具体的な取り組みのお

話がありましたけれども、職員の地区担当制、こ

れでもって健診結果データを私も見させていた

だきましたけれども、一つわかりやすいシートに

数値化、数字をあらわして、それを使って市民一

人一人に対して丁寧に説明していくというふう

なことをやっておられるようです。職員が説明会

とかそういったところで全体的に説明をすると

いうことではなくて、一人一人に具体的な数値を

示して、あなたはこういう危険性があるよ、こう

いう危険度があるよというふうなことを丁寧に

説明していただいていると。この説明を受けた市

民の方々も、わかりやすいんじゃないかなという

ふうに思います。これはぜひ、すばらしい取り組

みだなというふうに思っておりますので、今後も

ぜひ続けていただきたいと思います。 

  ですけれども、その一方で、より丁寧にやるた

めには、やはりマンパワーというものが必要にな

ってくるんじゃないかなというふうに思います。

このたび市議会のほうにも来年度の職員採用試

験についての説明が、報告がありました。その中

で保健師１名を募集するというふうなことであ

りますけれども、その採用になった保健師の方は

どこに所属されるのかまだわからないと思いま

すけれども、そういった保健師の方を増員して、

こういう対策をますます拡大していく、そういっ

たことも医療費の抑制について有効な手だてに

なるんじゃないかなと思いますけれども、そのあ

たりいかがお考えでしょうか。 

○海老名 悟議長 堤健康福祉部長。 

○堤 啓一健康福祉部長 健診結果説明会は、27年

度は55回開催しているということで、非常に今回

1,896人という多くの方に参加していただいてお

ります。確かにそういったきめ細かな対応を今行

っているところでございますので、マンパワーと

いう面では確かに保健師等の人数が多いほうが

より細かく対応できるということはございます

が、人員に係ることですので、今後人数をふやし
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ていけるのかどうか人事担当のほうともそうい

ったことを相談していきたいというふうに思っ

ております。 

○海老名 悟議長 太田議員。 

○２３番（太田克典議員） 先ほどの回答の中にも

ありましたけれども、効果というのはすぐにはあ

らわれないんだと。ですけれども、こうした地道

な丁寧な取り組みというのは、必ず将来効果が出

てくるものなのではないかなと思いますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

  評価させていただいている一方で、課題として

指摘させていただきたい点があります。先ほど、

健診結果につきましては分析をしてやっている

んだというお話がありましたが、健診の対象とな

っているのはあくまでも国保の対象者、その健診

データではないかと思われます。国保事業の事業

主体は米沢市でありますので、そういうことにな

るのかなと。ですけれども、市民は国保以外にも

健康保険をもちろん持っているわけで、例えば他

保険者との連携、そういった点についてはどのよ

うな取り組み、現状はどうなっていますか。 

○海老名 悟議長 堤健康福祉部長。 

○堤 啓一健康福祉部長 平成20年に高齢者の医療

の確保に関する法律が施行されてから、健診につ

きましては各保険者に義務づけられたというこ

とで、確かに被用者保険の加入者、被扶養者につ

きましては、健診等のデータ等も得られないとい

うことで、市民であるにもかかわらず保健指導が

できないという状況があります。 

  そういったことで、平成27年に協会けんぽ山形

支部と健康づくり包括協定を結びまして、被用者

保険の被扶養者について健診受診時に米沢市の

がん検診を同時に受診できるようにいたしまし

た。それから、書類発送時に市の事業のチラシを

同封していただくなど協力体制をとっておりま

す。細かい個人情報は保護法の関係で頂戴すると

いうことはなかなか難しいところでございます

が、集計データなどをいただきながら分析してい

るところでございます。その結果として、高血圧

とか糖尿病などの生活習慣病というのは、現役世

代のときから発症していると。国保加入の前に現

役世代から保健指導が重要であるというところ

を認識したところであります。 

  これから、特に被用者保険の退職者の方は、退

職されますと健診をなかなか受けられないとい

うような状況があるようですので、退職前にその

職場に米沢市の保健師が訪問しまして、継続受診

の重要性をお話しする機会を設けていきたいと

いうようなところで考えているところでござい

ます。 

○海老名 悟議長 太田議員。 

○２３番（太田克典議員） ただいま協会けんぽ山

形支部との協定という話だったと思いますが、全

国健康保健協会山形支部、いわゆる協会けんぽ山

形支部のホームページに、米沢市と協定を締結し

たという記事が載っています。平成27年２月４日。

その連携事項の中に、健診結果や医療費情報等、

健康情報の共有に関すること、これも連携してい

くのだというふうなことで載っております。 

  一方、米沢市健康づくり推進協議会というのが

ありまして、平成27年10月１日に27年度の第１回

協議会をやられておるかと思うんです。その議事

録を情報公開で見させていただきました。事務局

のほうからは、「協会けんぽと協定を結んで情報

を得ようと思ったが、諸事情でデータをもらえな

い」、このように事務局が回答しております。で

すけれども、これは昨年10月のお話ですので、今

回答いただいたように、その後データの共有は成

っているというふうに理解してよろしいですか。 

○海老名 悟議長 堤健康福祉部長。 

○堤 啓一健康福祉部長 先ほど申し上げたところ

なのですが、個人一人一人の情報というのはいた

だいてございませんが、それぞれ集計データなど

をいただいております。そういった資料を活用さ

せていただいているという状況でございます。 

○海老名 悟議長 太田議員。 



- 159 - 

○２３番（太田克典議員） この件はこれ以上追及

しませんけれども、協会けんぽのほかにも保険者、

健康保健組合とか共済とかあるわけで、そちらの

保険者の方も当然市民でいらっしゃる。そんなと

きに、その保険者とそういう情報の共有をこれか

らも進めていくおつもりかと思いますので、その

辺もよろしくお願いしたいと思います。 

  それで、私からの提案として一つ、資料のほう

をお配りさせていただいているかと思いますが、

健康遊具というふうなことを使って健康増進を

図っていくという事例が最近全国で広まってい

ると。これはことしの１月10日の山形新聞でも取

り上げられております。国土交通省のまとめでは

1998年には約4,800ですけれども、2013年には２

万4,500に達していると。ただ、それを設置した

だけではだめで、これの使い方も指導していくこ

とが必要だというふうな専門家からの指摘も同

じように掲載されています。 

  この資料のほうを見させていただきますと、健

康遊具一覧ということで、例えば背伸ばしベンチ、

タンデムウオーク、それからストレッチベンチ

等々、いろんな遊具があるようであります。後ろ

のほうを見ますと、それぞれの使い方等もありま

して、右下には健康遊具が設置されている主な公

園ということで、これは北九州市の取り組みです

けれども掲載されておるようです。 

  これまで遊具といいますと子供向け、幼児向け

といった印象しかないわけですけれども、今後は

高齢者向けのいわゆる健康遊具を使った健康増

進、そういったものも有効になってくるのではな

いかなというふうに思います。 

  今ある公園の遊具、それにかわってこういった

遊具を設置するというのではないんですけれど

も、今後新たに公園をつくっていくような場合、

こうした健康遊具を設置するということも検討

課題になるのではないかと。あるいは、すこやか

センターの南側に広場がありますけれどもその

敷地内、そこにこういった健康遊具を設置して、

保健師の方が健康指導をやるというふうなこと

もあり得るのではないかなと思いますけれども、

そのあたりいかがでしょうか。検討できるかでき

ないか、端的にお伺いしたい。 

○海老名 悟議長 堤健康福祉部長。 

○堤 啓一健康福祉部長 いろんな公園とかいろん

な場所、すこやかセンターというお話もありまし

たので、それぞれその場所によっていろんな事情

がございますので、できるかどうかというのはあ

りますが、すこやかセンターについてお話ししま

す。すこやかセンターには前に設置当初、最初遊

具があったようです。ただ、屋外設置ということ

もありまして老朽化して、危険性が増したという

ことで撤去されてきたという経過があります。た

だ、すこやかセンターは前の部分に市民バスの停

留所やドクターヘリのランデブーポイントがあ

りまして活用されているということで、冬期間は

完全に除雪する必要があるために、すこやか広場

のほうに雪をちょっと除雪、排雪所ということで

しております。そういったことで、なかなか半年

以上使用できないとか、雪の重みによって破損す

る心配があるとか、そういった状況もございます

ので。 

  確かに先ほどそういった高齢者等が気軽に運動

ができるということで、健康に効果があるという

ことは十分理解できますが、そういったいろいろ

その状況によって設置できないというようなこ

ともございますので、ただそういう効果を考えて、

できるだけ設置できるところには検討するよう

なことで考えていきたいと思います。 

○海老名 悟議長 太田議員。 

○２３番（太田克典議員） 時間もありませんので、

２項目めに行きたいと思います。 

  市立病院の建てかえについて。市立病院建替特

別委員会のほうは、私はメンバーではありません

けれども、これまでの会議録等に目を通してきた

ところであります。 

  その中でも話題になったところでありますけれ
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ども、市立病院の建設期間について一つ話題とし

て取り上げられたところがあるかと思います。設

計から完成までどのくらいの期間が必要と見込

まれていますか。 

○海老名 悟議長 加藤病院事務局長。 

○加藤智幸市立病院事務局長 その建設する場所と

建てかえの建設手法によっても違ってくるわけ

ですけれども、移転新築というふうな場合ですと、

大体設計から含めて５年から５年半程度でない

かというふうに考えております。 

○海老名 悟議長 太田議員。 

○２３番（太田克典議員） ありがとうございます。 

  その一方では、その特別委員会のほうで、今あ

る市立病院について、これは耐震診断結果が出る

前かと思いますけれども、10年は待てないんだと

いうふうな話も出ておったかと思います。そのあ

たり、平成26年の特別委員会ですけれども、その

あたりはそのような考えで今も変わりないでし

ょうか。いかがですか。 

○海老名 悟議長 加藤病院事務局長。 

○加藤智幸市立病院事務局長 できるだけ早くとい

う思いについては変わらないわけではあります

けれども、現状で若干、病院を取り巻く状況が変

わってきたということもありまして、やっぱりす

ぐに建てかえができない病院の建物の今現在そ

の建てかえを迎えているという時期であればこ

そ、やはり今後30年の将来を見据えて、現在の課

題とあわせて考えていく必要があるだろうとい

うふうに思っております。 

○海老名 悟議長 太田議員。 

○２３番（太田克典議員） 先ほどの答弁の中で基

本計画の取りまとめは今年度中かというふうな

話があって、その前提となったところ、民間の病

院とも医療連携について検討しなければならな

いというお話があったかと思います。その連携の

中身、単なる連携ということなのか、それともあ

るいは統合ということも見越しての検討なのか。

そのあたりはいかがでしょうか。 

○海老名 悟議長 加藤病院事務局長。 

○加藤智幸市立病院事務局長 協議については今後

というふうなことになるわけですけれども、選択

肢としては、あらゆる選択肢も含めて検討してい

くというふうなことになるわけですが、先ほども

答弁しておりますけれども、今現在本市の一番の

最重要課題は救急医療の継続がこのままできる

かどうかだということで考えておりますので、そ

こをどうやってまずクリアできるかと。その上で

さらに、医療連携をどう図っていけるかというよ

うなことが重要かなというふうに考えておりま

す。 

○海老名 悟議長 太田議員。 

○２３番（太田克典議員） 救急医療の確保、そう

いったところが最重要というふうな話でしたけ

れども、一方で山形県地域医療構想、こちらにつ

いても大変重要だというふうなことで、先ほど申

し上げました病院建替特別委員会のほうでも渡

邊病院事業管理者のほうから発言があったとこ

ろかと思います。 

  中身については、県の策定するものなのでここ

でどうこう申し上げるのは避けたいと思います

けれども、内容を一部紹介しておきますと、置賜

地域においても高度急性期病床は過剰で回復期

病床が不足しているというふうなこと。それから、

置賜区域に限ってですけれども、将来的にも区域

の分娩施設を一定程度確保していく必要がある。

小児、精神疾患など専門的な看護スキルを必要と

するサービスの事業に応えられていない。在宅医

療支援診療所・病院や、その支援を行う在宅療養

後方支援病院、地域包括ケア病院、病棟・病床を

持つ病院が不足している。在宅医療や介護連携事

業の取り組みが進んでいない。精神科医療におけ

る機能分化と連携を進めていく。在宅医療に取り

組む医療体制を確保していく。訪問看護体制の強

化を図る。こういった文言が医療構想案のほうに

表現されているかと思います。 

  こうした医療構想案、先ほど申し上げましたよ
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うに県ではパブリックコメントを募集しており

ましたけれども、それと並行して関係市町村ある

いは関係機関のほうに説明をし、意見を聴取して

いるというふうなお話でした。県の担当のほうに

電話でお聞きしましたけれども、米沢市に対して

も照会をしているんだというふうなお話でした。

米沢市でこの医療構想案に対して県のほうから

照会は来ておりますか。 

○海老名 悟議長 堤健康福祉部長。 

○堤 啓一健康福祉部長 米沢市のほうにも来てお

ります。 

○海老名 悟議長 太田議員。 

○２３番（太田克典議員） どのような回答をなさ

れていますか。 

○海老名 悟議長 堤健康福祉部長。 

○堤 啓一健康福祉部長 意見がある場合はという

ことでございましたが、県がさまざまなデータに

基づいて現状と課題を踏まえて必要量なんかも

推計していると。いろんな急性期とか回復期の病

床等の数とかそういったこともありまして、米沢

市のほうで特に意見は申し上げておりません。 

○海老名 悟議長 太田議員。 

○２３番（太田克典議員） 米沢市としては意見を

回答していないと。これも情報公開でいただきま

した。平成28年７月13日付で、山形県知事名で米

沢市長宛てに照会文書が出ております。 

  それで、市としては意見はないということです

けれども、一方でこの地域医療構想策定のために

いろんな部会等が設置されているようでありま

す。置賜地域検討部会、その上に病床機能検討部

会。それで、置賜地域検討部会には健康課長もメ

ンバーとして参画していらっしゃるかと思いま

す。渡邊病院事業管理者におかれましては、どち

らの部会にも参加しておられるということで、今

後、先ほどありましたように調整会議を経て構想

が策定されるということで、その前にいろいろ部

会等も開かれるんじゃないかなと思います。その

部会のメンバーとして、どのような姿勢で今後臨

まれるのか。この地域医療構想に対してです。そ

のあたり、差し支えなければお話をお聞きしたい

と思いますがいかがでしょうか。 

○海老名 悟議長 渡邊病院事業管理者。 

○渡邊孝男病院事業管理者 地域医療構想のほうが、

あした県のほうの医療審議会で議論されるとい

う話を聞いておりますので、それが終われば、確

定をされれば、その後調整会議ということになり

ます。 

  その調整会議の前後でどういう会合が持てるか

は、まだ今のところ私のほうも把握をしておりま

せん。 

  ただ、先ほども述べましたように構想案の段階

でさまざまな指摘がございますので、市立病院と

しましては、それを踏まえまして、本年度に地域

包括ケア病棟をつくったと。そしてまた、今回訪

問介護ステーションを開設しようとこのたび議

案も上程しておるわけであります。そういう意味

では、在宅医療のほうにも市立病院として力を注

いでいくつもりでございます。 

  あとは、民間病院とのさまざまな話し合い、そ

れから公的病院との話し合いをしながら、具体的

に病床数の適正化についてとか、各救急医療につ

いてどうしていくのかとか、具体的な議論を今後

していく必要があると考えております。 

○海老名 悟議長 太田議員。 

○２３番（太田克典議員） 先ほどの病院建てかえ

についての経過もそうでありますけれども、山形

県地域医療構想案が策定されつつあるというふ

うなことについては、ほとんどの市民が知らない

んじゃないかなというふうに思います。 

  それで、引き合いに出して申しわけないんです

けれども、例えば市内の学校の統廃合について、

国の方針が決まるまで議論がストップしておっ

たと。その間、市民には何の説明、報告もない。

どうなっているんだというふうな声が議会報告

会などでも寄せられていますけれども、それと全

く同じではないかなというふうに私は思います。 
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  地域医療構想が策定されつつあると。それが建

てかえと密接にかかわっているということにつ

いて、どれだけの人が、市民が知っているのか。

病院建てかえの件はどうなったんだというふう

な声が上がっているのではないかなと思います。 

  市長が記者会見等で述べられている、それで十

分だとは到底言えないわけで、もちろん議会に対

しても、市民に対しても、圧倒的に情報が少な過

ぎるんでないかなというふうに私は思います。も

っと市民に対して、議会に対しても、さまざまな

情報を提供いただくべきではないかなと思いま

すけれども、市長いかがですか。 

○海老名 悟議長 中川市長。 

○中川 勝市長 学校の統合中学校の問題もござい

ました。そういったことで、いろいろ今、座談会

等を進めている中で、確かに住民の皆様からも御

指摘をいただいております。 

  私はやっぱり、その説明責任をどう果たしてい

くかということも行政として大きな仕事だと思

うんです。一旦計画を出して、検討をするからそ

のままにしておくということは、やっぱりこれは

住民に対してしっかりとした市政の執行上、やっ

ぱりこれは説明責任を果たしていくべきだろう

と考えておりますので、今後ともこういう問題が

起きて、この市立病院の問題もそうだというふう

に理解しております。精神科の問題で一時中断し

ましたけれども、先ほど事務局長から経営状況な

んかもいろいろ変わってというお話もありまし

たけれども、間もなくやっぱりしっかりと民間病

院、あと県も含めて、今後どうしていったらこの

地域の医療を守っていけるかということについ

て検討会を立ち上げるところでもありますので、

そこら辺の手法について今検討しておりますの

で、そういったことが出次第、しっかりと市民の

皆様にもお伝えしていきたいと思っております。 

○海老名 悟議長 太田議員。 

○２３番（太田克典議員） よろしくお願いしたい

と思います。 

  ３点目、空き家対策の現状と取り組みですけれ

ども、先ほど建設部長のほうから答弁がありまし

た。来年度に向けて空き家の実態調査、対策計画

を策定していくんだというふうなお話だったか

と思います。 

  端的にお聞きしますけれども、空き家の実態と

いうものは、今現在市でつかんでいないと。昨年

の決算特別委員会では、潰れた空き家、危険な空

き家は住宅地図に落としてデータベース化して

いるけれども、健全な空き家に関しては把握して

いないというふうに答弁をしております。実態を

つかんでいないと。だからこそ来年、平成29年で

空き家調査をするんだと、そのようなことだった

かと思います。 

  鶴岡市のほうを先進事例として申し上げました

が、いろんな取り組みをやっております。これは、

企画調整部長は目を通されているかと思います

が、その感想をちょっと簡単にお聞きしたいと思

います。 

○海老名 悟議長 我妻企画調整部長。 

○我妻秀彰企画調整部長 議員から資料をいただき

まして、拝見させていただきました。特に民間の

方々と１つの本当にグループをつくってやって

いらっしゃるというのがすごいなと思いました。

空き家については個人の財産ですので、非常にデ

リケートな部分がある。そして、専門の資格、民

間の力でありますが、それが絶対必要不可欠です

ので、そこら辺をうまく回しておられると思いま

す。もう少し詳しくちょっと勉強させていただき

たいなと思ったところです。 

○海老名 悟議長 太田議員。 

○２３番（太田克典議員） ぜひ参考にしていただ

きたいと思うわけですが、空き家の実態調査をや

る場合、鶴岡市では外観目視による老朽危険度を

４段階で判定をしています。ですので、危険家屋

だけを把握しているわけではなくて、健全な空き

家というものも当然把握をしている。 

  それから、先ほど部長からもありましたけれど
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も、市内のさまざまな関係団体と研究会をつくっ

ていると。宅建協会、建設業協会、司法書士会、

土地家屋調査士会、行政書士会、建築士会、そし

て金融機関、大学、ＮＰＯ、そして鶴岡市。こう

した団体を組織してやっている。それから、鶴岡

市中心市街地居住促進事業、鶴岡市居住促進基金

条例、こういったものも策定して取り組んでいま

す。こうしたものを見ますと、市を挙げて空き家

対策に取り組んでいる、そのような姿勢が伝わっ

てくるわけです。 

  じゃあ米沢市は今後どうやっていくのか。先ほ

ど保健師のことでマンパワーに関してもお話し

させていただきましたけれども、昨年の６月議会

でも組織体制の問題、それからマンパワーの問題、

そうしたことを質問いたしました。改めて今後ま

すます重要になってくると思われるこの空き家

対策、そういったものに取り組む米沢市の姿勢、

意気込み、決意、そういったものを市長にお伺い

したいと思いますが、いかがでしょうか。 

○海老名 悟議長 中川市長。 

○中川 勝市長 確かに先進的に取り組んでいる地

域からしてみますと、ちょっとおくれているなと

いう率直な感じは持っております。しかし、こう

いう例えは何でしょうけれども、１周おくれても

トップを走られるようなそういう取り組みを、今

後しっかりと取り組んでいきたいと考えており

ます。 

○海老名 悟議長 太田議員。 

○２３番（太田克典議員） ぜひしっかりとした取

り組みをお願いしたいと思います。喫緊の課題で

もありますし、みずから回答されている中にもあ

りましたけれども、今後ますますふえていくこと

が予想されると。下手をすると、空き家、倒壊家

屋だけが町なかにあふれ返ってしまうようなそ

ういったところも危惧されるわけで、そうしたこ

とにならないように、ぜひ米沢市を挙げて取り組

んでいただきたい。そのように申し上げて、私の

質問を終わります。 

○海老名 悟議長 以上で23番太田克典議員の一般

質問を終了し、暫時休憩いたします。 

  再開を２時10分といたします。 

 

午後 １時５９分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ２時１０分 開  議 

 

○海老名 悟議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  次に進みます。 

  一つ、準要保護児童・生徒への入学準備金の支

給を入学前に改善できないか外４点、21番高橋壽

議員。 

  〔２１番高橋 壽議員登壇〕（拍手） 

○２１番（高橋 壽議員） 私の質問は、５点です。 

  最初の質問は、就学援助制度の支給について改

善を求めるものです。 

  準要保護児童・生徒への入学準備金の支給を入

学前に改善できないかということです。これまで

も何度か質問を重ね、さきの６月市議会でも改善

方を要求いたしました。６月議会では、南陽市が

今年度から実施することになったことも紹介し、

米沢市でも今年度から実施するよう求めました。 

  教育長は、南陽市の事例も問い合わせ、米沢市

でも実施可能かどうか検討したい旨の答弁をい

たしましたが、その後の検討状況などもお知らせ

いただき、米沢市でも今年度から実施するのかど

うか改めてお伺いしたいと思います。 

  ２番目の質問ですけれども、米沢市の認可外保

育所に対する支援方についてお伺いしたいと思

います。 

  法改正が行われまして、子供に関する施策が再

編されました。子ども・子育て支援計画というこ

とで、各市町村についても再編が行われたわけで

す。 
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  この子ども・子育て支援計画の重要な施策は、

一つには待機児童の問題がございます。この待機

児童をどういうふうに解決していくかというの

が、この子ども・子育て支援制度のもとでの米沢

市の子育て政策だというふうに思います。 

  そういう中で、市内の認可外保育所の果たして

きた役割を考えてみれば、市長もよく御存じのと

おりだと思いますけれども、待機児童の受け皿と

しての役割というのが、この認可外保育所として

のこれまでの大きな役割だったというふうに思

っています。特にゼロ歳から２歳児の認可保育所、

これは非常に待機児童受け入れ施設としては大

きな役割を果たしてまいりました。 

  平成26年度の保育所入所時の全体における認可

外保育所の入所児童の割合、これは15％を占めて

います。子ども・子育て支援制度が始まって、米

沢市の待機児童の解消策、これは認可保育所と幼

稚園などから転換した認定こども園などで行う

ことを基本といたしました。 

  そうした中で、今年度も既に待機児童が出てお

りまして、その待機児童については認可外保育所

で今受け入れを行っています。米沢市の子ども・

子育て支援事業計画、ここでは認可外保育所への

今後の施策に対してどういうふうに書いてある

かといいますと、小規模保育事業所への移行、こ

れにつきましては今後の子供の人数、あるいは認

可外保育所での受け入れ状況を見ながら認可す

るかどうか決定していくと。そして、移行しない

認可外保育所については、市単独の補助金、名称

でいいますと認可外保育施設事業補助金、それと

山形県が県単独で出している認可外保育施設す

こやか保育事業費補助金、この二本立てで支援す

るということにしています。 

  ところが、小規模保育事業所に移行するかどう

かについて、これを米沢市が認可するかどうか。

これについてもまだ明確にはなっておりません。

そして、移行しない保育所に対して、これまで市

単独で出していた補助金、名称は変わりましたけ

れども、この補助金についても平成27年度から削

減されました。米沢市子ども・子育て支援計画を

実施するに当たって、認可外保育所のあり方、こ

れについての米沢市の考え方と支援をどうする

かということについてお伺いしたいと思います。 

  そして、認可外保育所連絡会の皆さん方から出

ているのは、この削減された補助金について削減

分を復活していただきたいという要望です。 

  その２点について、認可外保育所の支援のあり

方についてということでお伺いしたいと思いま

す。 

  次の質問に移ります。 

  介護予防、そして日常生活支援総合事業をどの

ように進めているのかについて伺います。 

  ６月議会で健康福祉部長は、事業の詳細につい

てはまだ固まっていないと述べて、市内の介護事

業所などと介護資源の洗い出しを今行っている

と答弁するにとどまりました。その後の進捗状況

をお知らせいただきたいと思います。 

  介護保険制度から外れる要支援１・２の高齢者

の皆さんへの介護サービスと負担、これは後退す

ることはないかと私が質問いたしましたら、健康

福祉部長は、各個人の状況に応じた適切なサービ

スを提供することが可能となり、基本的には現行

相当サービスは残したままでの移行と考えてお

り、本市においては介護サービスが低下すること

はないと考えているという答弁でした。しかし、

本当に介護サービスが低下するようなことがな

いのかどうか。答弁は介護サービスについて現行

相当サービスと、そしてその他として緩和した基

準によるサービス、住民主体によるサービス、短

期集中予防サービスなどを新たに創設していく

ことになりますというものでした。 

  国がガイドラインで市町村に勧めているのは、

現行相当サービスではなくて、それ以外の今申し

上げたサービス、これを推し進めようとしている

のではないでしょうか。つまり、問題は国が進め

ようとしている緩和した基準によるサービス、住
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民主体によるサービス、短期集中予防サービス、

そういったものが今後米沢市で行われた場合、一

体どうなるのかという問題です。 

  そこで、お伺いいたしますが、それぞれこの現

行相当サービス以外のサービス、この中身はどう

いうものなのかと。また、米沢市は来年４月から

この総合事業を実施するわけですけれども、現行

相当サービス以外のサービスを米沢市では来年

４月から、あるいはそれ以降実施しようと考えて

いるのかお知らせいただきたいと思います。 

  私はこの緩和した基準や、あるいは住民主体の

サービス、短期集中型の介護サービスと言われる

ものが、現行の今行われている介護保険でのサー

ビスの受け皿として米沢市が実施するようなこ

とがあれば、これは米沢市の介護サービスの介護

事業の後退だとみなさざるを得ないというふう

に考えています。 

  次の質問に移ります。 

  要介護認定者に発行している障害者控除対象者

認定書の発行にかかわって伺いたいと思います。 

  所得税法では、この障がい者や、あるいは寡婦、

勤労学生といった特別な事情を抱える人を対象

にした特別人的控除が認められています。障害者

控除の場合は、身体障害者手帳やあるいは精神障

害者保健福祉手帳の発行を受けている人などが

該当するわけで、重度の障がいがある特別障がい

者の方は40万円、その他の一般的には普通障害者

控除と言われていますけれども、これが27万円の

控除を受けることができます。障害者手帳を持っ

ていなくとも、要介護認定などを受けて障がいの

程度が障がい者に準ずる65歳以上の方にも市町

村長などの認定を受ければ控除の対象になるこ

とになっています。 

  米沢市でも2001年の議会で提案をさせていただ

きまして、2002年から要介護認定者への障害者控

除、この認定書を発行してまいりました。 

  昨年、27年度の実績は、要介護認定者約4,500

人がおりますけれども、そのうち特別障害者控除

認定書の発行、これは36件、その他普通障害者控

除認定書の発行、これが110件、合わせて146件で

した。つまり発行率は3.2％です。要介護認定者

の3.2％ということになります。 

  発行基準を満たすと考えられる要介護３・４・

５の高齢者の皆さん方は1,849人おられます。つ

まり全員に発行したとすれば、約40.7％の発行率

になるわけで、そのうち非課税の方あるいは障害

者手帳を既に持っていらっしゃる方がおります

ので、それにしても米沢市の現況3.2％の発行率

は、余りにも私は低過ぎる数字ではないかという

ふうに考えています。つまり、申請漏れが発生し

ているものと考えられると思います。 

  米沢市の場合、認定書を発行してもらうには、

まず御家族が市役所に申請しなければなりませ

ん。そして、申請して、米沢市の基準に該当すれ

ば認定書を発行するということになります。この

制度の周知を図ることがまず必要ではあります

けれども、基準に該当するかどうかというのは、

市役所の担当課のほうでわかることであります

から、そうであれば要介護認定者全員にこの認定

書を発行するか、あるいは要介護認定者のうち基

準に該当する全員に発行するか、どちらかの方法

に切りかえて申請漏れがないようにしていく必

要が私はあるというふうに思います。改めてその

方法を考えていただきたいと思います。 

  実は、山形市では今年度から、要介護認定者約

8,000名おられるそうですが、その方々全員に、

要介護認定者には申請がなくとも要介護１から

２の方々には普通障害者控除認定書、そして要介

護３から５の方々には特別障害者控除認定書を

発行し、そして郵送を始めました。米沢市も、山

形市のような申請漏れをなくす手だて、これをと

る必要があるというふうに思いますがいかがで

しょうか。お伺いしたいと思います。 

  そして、最後の５点目の質問です。 

  雪対策総合計画、これについてお伺いいたした

いと思います。 
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  まちづくり総合計画の前期重点５項目の中にこ

の雪対策総合計画が入れ込まれたわけです。そう

いった意味で、非常に私は大事な計画であるとい

うふうに考えておりますので、この間何度かこの

問題を取り上げてまいりましたけれども、改めて

お伺いしたいと思います。 

  雪対策総合計画、これは今年度の平成28年度と

来年の29年度の２カ年で策定することになって

います。そこで、今年度の進捗状況と今後の進め

方についてお伺いしたいと思います。 

  昨年12月の議会での私の質問に対して企画調整

部長は、この雪対策総合計画について、その意義

について、特別豪雪地帯に指定されている本市に

おける市民の日常生活と産業活動を行っていく

上で、そしてさらには防災の面から雪対策の強化

が必要と考えているというふうに述べています。 

  そして、さらには高齢化の進展とライフスタイ

ルの多様化に対応した雪対策が必要とも述べて

います。そして、そのためにＮＰＯなどの団体や

関係機関との連携を一層強化しつつ、行政と民間

とが協働して取り組んでいく仕組みも必要と考

えているというふうに述べられておりました。 

  私は、今回策定する計画は今現在米沢市の各課

原課で実施している事業をかき集めていく、そし

て総合計画として仕上げてしまうようなことで

あってはならないというふうに考えています。市

民ニーズに応えてこれまで実施してきた事業、こ

れは各原課で今やっているわけです。それに加え

て、今後米沢市が実施しなければならないそうい

う事業、さらには企画調整部長が答弁されました

豪雪地米沢にふさわしい新たな角度、この新たな

角度も検討しなければなりませんけれども、そう

いう新たな角度から検討すべき課題を洗い出し

て、例えばインフラ整備も含めた長期的、そして

それこそ総合的な計画としていく必要があると

いうふうに思います。 

  そこでお伺いいたしますが、計画の骨子とも言

うべき重視すべき点は何なのか。その策定に当た

って、市民ニーズをどう計画に反映させていくの

か。その手法についてもお伺いしたいと思います。 

  以上、５点について答弁をお願いいたします。 

○海老名 悟議長 中川市長。 

  〔中川 勝市長登壇〕 

○中川 勝市長 高橋議員の質問のうち、認可外保

育所に係る子ども・子育て支援制度での支援のあ

り方と認可外保育施設事業費補助金の削減分の

復活についてという御質問にお答えいたします。 

  認可外保育施設事業費補助金については、平成

27年度から補助内容を見直したものであります。

他市においては単独補助は実施していないとこ

ろでありますが、認可外保育施設事業費補助金に

ついては、本市独自の単独補助金として平成28年

度に約260万円を予算計上しているものでありま

す。 

  認可外保育施設に対しては、このほか市と県で

負担しているすこやか保育事業費補助金、約

2,800万円や衛生安全事業費補助金を予算計上し

ておるところであります。 

  市単独の補助金としましては、認可外保育施設

の運営費的補助としてではなく、年度途中におけ

る待機児童の受け皿としての役割を担っている

側面、この目的に沿った形で支援ができないかな

ど、補助金の内容見直しも含めて、現場の現状を

把握しながら前向きに検討させていただきたい

と思っております。 

  また、認可外保育施設での今後についてであり

ますけれども、新制度の対象となる小規模保育事

業については、大都市部や過疎地域においては必

要性が高いものの、本市の今後の需要等を見据え

た場合には検討する必要があると考えています。 

  平成29年４月からの認定こども園への移行に向

けた施設整備を実施している幼稚園が、現在３カ

所あります。保育機能として約250名を超える定

員増となる予定であり、３歳未満児の受け入れだ

けでも新規の定員で約90名分が拡充する見込み

であります。急激に減少している出生数の推移、
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保育所等への入所希望の状況を精査した上で、さ

らなる保育機能の受け入れ枠の拡充の必要があ

るかどうかを検討し、個別に対応していく必要が

あるというふうに考えております。 

  私からは以上であります。 

○海老名 悟議長 大河原教育長。 

  〔大河原真樹教育長登壇〕 

○大河原真樹教育長 私からは、準要保護児童・生

徒への入学準備金の支給についてお答えいたし

ます。 

  ６月議会後、早速南陽市教育委員会の担当課へ

問い合わせを行い、また本市の校長会や学校事務

職員に対し入学前支給の可能性について聞き取

りなどの調査を実施してきたところであります。 

  その結果、小学校における就学前の支給につい

ては困難であると判断いたしました。その理由と

しましては、就学援助を行う場合、保護者の経済

状況等を当該校で把握する必要があり、本市の場

合、未就学児については複数の幼稚園や保育所、

また市外から入学する場合もあり、情報収集等は

大変困難な状況にあります。また、把握するため

には何度か保護者に学校へお越しいただくこと

や、信頼関係が築けていない中である程度踏み込

んだ質問も行わなければならない困難さを考え、

実施は難しいと判断をしたところです。 

  しかしながら、既に準要保護世帯として認定を

受けている小学校６年生の保護者に対しては、中

学校の新入学学用品費を支給することについて、

市外転居の場合など問題はあるものの実施は可

能ではないかと考えているところです。 

  また、実施時期につきましては、教育委員会内

での運用変更による詳細な制度設計を行ってい

ないことや、学校関係者及び保護者への周知を行

う期間を考えますと、早期の実施は困難というふ

うに思われます。そのため、中学校における新入

学学用品費を入学前に支給することについては、

新年度予算に要求を行いながら、平成30年３月に

支給を開始できるよう運用方法の確立とともに

学校関係者への周知と保護者からの御理解をい

ただけるよう進めてまいりたいと考えていると

ころです。 

  私からは以上です。 

○海老名 悟議長 堤健康福祉部長。 

  〔堤 啓一健康福祉部長登壇〕 

○堤 啓一健康福祉部長 私からは、３の介護予防

日常生活支援総合事業をどのように進めている

のか、それから４の要介護認定者に係る障害者控

除対象者認定書の発行についてお答えいたしま

す。 

  最初に、介護予防日常生活支援総合事業の平成

29年度の事業内容についてお答えいたします。 

  本市におきましては、第６期介護保険事業計画

におきまして、平成29年度から当該事業を実施す

ることとしており、現在準備を進めているところ

であります。総合事業の実施に当たり、高齢者が

住みなれた地域で生き生きと暮らし、生活機能の

低下が見られても状態の改善を図ることができ

るよう地域ぐるみで取り組む介護予防の仕組み

を構築することを主眼に置き、体制整備を進めて

おります。団塊の世代の方が全て75歳以上となる

平成37年を最終年と位置づけ、事業の充実を図っ

てまいります。 

  移行当初段階である平成29年度の事業内容につ

いて説明いたします。 

  いわゆる介護予防事業については、既存サービ

スの活用を基本とした提供体制といたします。訪

問及び通所事業につきましては、現在の保険給付

サービスとして提供されている訪問介護及び通

所介護を現行相当サービスとして移行いたしま

す。その提供事業者についても、現行のサービス

事業者をみなし指定事業者として移行し、サービ

スを利用されている方への継続的なサービス提

供を可能とする体制を基本といたします。要支援

者がサービスを受けられなくなることやサービ

スが低下するといったことはないと考えており

ます。 
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  また、現行相当以外の多様なサービスにつきま

しては、訪問・通所とも短期集中予防サービスを

中心に実施いたします。現在の２次予防事業、よ

ねざわ元気塾でございますが、その実施事業者を

中心に、高齢者の心身の機能改善に向けた専門職

による専門的なサービスを提供し、自立支援を促

進したいと思います。 

  その他一般介護予防事業を重点事業とし、既存

事業の活用を中心に運動等の実施や住民運営の

通いの場づくりを充実させ、参加者や通いの場が

継続的に拡大していくような地域づくりを推進

いたします。 

  なお、国が示す多様なサービスには、短期集中

予防サービスのほか、緩和した基準によるサービ

ス、それから住民主体による支援が挙げられてお

りますが、現時点では緩和した基準によるサービ

ス及び住民主体の支援について、移行当初段階で

の実施は予定しておりません。 

  総合事業には、介護予防の推進のほか、多様な

生活支援の充実による地域の支え合い体制づく

りの推進という趣旨があります。平成29年度当初

には、生活支援等サービスの提供主体のほか、多

様な関係機関及び団体等によって構成する協議

会を設置し、地域資源の情報共有、生活支援の担

い手の養成やサービスの開発に向けた協議等を

開始する予定としております。 

  生活支援サービスの検討に伴い、現在の福祉事

業についても事業内容の変更を検討することも

あろうかと思われます。その際には、一般会計か

ら介護保険特別会計の財源変更を伴うことも想

定されますが、保険料等に反映されることにもな

り得るため、それぞれの事業の目的を考慮しなが

ら慎重な議論を進めてまいりたいと考えており

ます。 

  本市の実情に応じた多様な主体の参画による多

様なサービスの充実を図ることが、地域の支え合

い体制づくりを推進し、高齢者に対する効果的か

つ効率的な支援を可能にすることと考えており

ますので、平成37年の成熟段階における地域支援

体制、地域包括ケアシステムの構築を目指して取

り組んでまいります。 

  続きまして、４の要介護認定者に係る障害者控

除対象者認定書の発行についてお答えいたしま

す。 

  まず、対象となる方は所得税法施行令第10条の

規定により、精神または身体に障がいのある65歳

以上の人で障がいの程度が知的障がい者または

身体障がい者に準ずる者として市町村長等の認

定を受けている者とされており、この認定書によ

り控除が適用されることとなります。 

  交付状況につきましては、過去の本市のこれま

での発行件数は、平成26年度は122件、平成27年

度は146件と増加している状況であります。年々、

市民への周知がなされたものと感じているとこ

ろであります。 

  他の自治体において、該当者に対し一斉に認定

書を交付しているがどのように考えているかに

ついてお答えいたします。 

  山形市では、税の申告対象となる年の12月31日

を基準として、基準日に有効である要介護認定結

果をもとに平成27年分の所得申告から該当者全

員に認定書を発行し、発送しております。この作

業を本市が今後行う場合、認定書を発行するため

の介護システムの改修や該当者全員分の郵送料

などの財政負担が生じます。 

  さらに、現在本市の要介護認定者のうち要介護

１から５までの人数は約3,800人おりますが、こ

れらの方の中には非課税により障害者控除の適

用を必要としない方もおられます。 

  以上のことから、認定書を一斉に交付すること

は現時点では考えておりませんが、今後とも広報

よねざわによる周知や市のホームページでの周

知はもちろんのこと、より多くの対象者の皆さん

がわかっていただくような周知の方法を検討し

てまいりたいと考えておりますので、御理解いた

だきたいと思います。 
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  私からは以上でございます。 

○海老名 悟議長 我妻企画調整部長。 

  〔我妻秀彰企画調整部長登壇〕 

○我妻秀彰企画調整部長 私からは、雪対策総合計

画について、策定に向けた現在の状況とどのよう

な点を重視して策定を進めていくかについてお

答えいたします。 

  雪対策総合計画につきましては、まちづくり総

合計画の前期重点事業としており、現在準備を進

めております。 

  今年度につきましては、課題の抽出や整理を行

う予定としており、現在市内部における作業を進

めているところですが、今後は市民を対象とした

アンケートの実施や外部の有識者等を含めた策

定委員会の開催などを予定しております。 

  次に、どのような点を重視して策定を進めてい

くかでありますが、まず本市では昭和58年に米沢

市克雪まちづくり計画を策定しました。その当時

から比べて本市を取り巻く状況が大きく変わり、

高齢化の進展や地域コミュニティー機能の低下

といった大きな問題が顕在化している状況にあ

ります。 

  このような現状の課題を踏まえまして、計画の

策定に当たってはより効率的な除排雪のあり方、

高齢者世帯等への支援、地域の助け合い、空き家

対策、市民との協働といったより多様な視点を持

ちながら進めてまいりたいと考えております。 

  また、山形大学工学部との連携により、融雪対

策に関する研究も進めているところであり、この

研究成果の活用についてもあわせて検討してま

いります。 

  現時点では骨子などをお答えできる段階であり

ませんが、策定に当たりましては国や県が定めて

いる計画等や他自治体の先進事例も参考にしな

がら、冬期も市民の方々が安全に安心して暮らせ

るまちづくりを推進するため、総合的な雪対策の

指針となるよう進めてまいりたいと考えており

ます。 

  私からは以上です。 

○海老名 悟議長 高橋議員。 

○２１番（高橋 壽議員） まず、就学援助のほう

からもう一回お伺いしますけれども、まず答弁は、

小学校の新入生についてはなかなか入学前の時

点で就学援助の認定ができる児童かどうか判断

が難しいということで、やらないと。当面やらな

いのかどうかですけれども、まずやらないと。そ

れで、中学校の場合は、やるんだけれども平成30

年３月、来年度の新年度予算で予算化して実施で

きればという話ですよね。 

  それで、ちょっとお伺いしたいわけですけれど

も、小学校については南陽市は実施するわけです。

南陽市は小学校についても。それから、中学校に

ついては、南陽市は９月の議会で補正予算を組ん

で実施するということですよね。こうなると、米

沢市も実施することになったと、方針はそういう

ふうになりましたけれども、私は実施しますとい

う答弁だから何も水を差すつもりはございませ

んけれども、そうなると南陽市で今年度に補正予

算を組んで今年度中にやると。だけれども、米沢

市は新年度からでないとできないという、そこの

違いは何なのかということになるわけですけれ

ども、そこはどういうふうにお考えですか。 

○海老名 悟議長 佐藤教育指導部長。 

○佐藤 哲教育指導部長 いろいろな報道等を見ま

すと、全国的にこの新入学学用品費のところを３

月の時点で支給するという動きもあるようです。

南陽市の場合もそのような動きということです

けれども、まず一つ御理解いただきたいのは、規

模が違うということが一つあると思われます。数

字でいいますと、本市の準要保護の認定児童です

けれども、平成26年度で818名おります。南陽市

さんでは、平成26年度ですけれども133名という

ことで、大分事務量も違うのかというふうに思わ

れます。 

  また、本市の基本的な考えとしましては、本市

の小中学校に在籍する児童生徒のうち、支援を必
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要とする児童に確実に支給したいということが

ありまして、家庭とのやりとりをしながら丁寧な

対応をしてまいっております。また、根拠となる

学校教育法等に基づいても、本市のやり方が間違

っていて、あちらが正しいとか、あちらが正しく

てこちらが間違っているとかということではな

くて、本市の取り組みについて、まずある程度の

妥当性というか正当性があるのではないかとい

うふうに考えておるところでございます。 

○海老名 悟議長 高橋議員。 

○２１番（高橋 壽議員） 南陽市で今年度やれて、

補正予算を組んでまでやると。それに比べ米沢市

はやれないというその理由というのは、人数の違

いという話でしたね、今。その他にもいろいろお

話がありましたけれども、私はちょっと違うんで

ないかなという思いがあります。これはやる気の

問題だと思いますよ。やる気の問題が一番大きい

問題だと思います。規模じゃなくて、人数の問題

じゃなくて。こうなりますと。 

  やはり、準要保護の世帯は大変困っているわけ

ですよね。そういう子供さんたち、親御さんたち

の気持ちをどう酌んでいくのか、それに応えてい

くかというその気持ち、やる気の問題じゃありま

せんか。補正予算を組んでやれますよ、12月に。

今、９月でしょう。これからやりますということ

で、教育委員会内で事務方に話をする、それから

学校の事務方にも話をする、それから親御さんた

ちにも話をするということで、それで10、11、12、

１、２、３と半年あるわけですよ。これはできま

せんか。やる気の問題ではありませんか。ちょっ

と、もう一回。 

○海老名 悟議長 佐藤教育指導部長。 

○佐藤 哲教育指導部長 今年度中に実施という場

合は、要綱の変更ということになりまして、先ほ

ど答弁で申し上げたとおり、学校への周知ですと

か保護者への周知が必要となります。あともう一

つ、やはり先ほどお話ししました転出児の問題も

あります。それについてどう基準日を設けてすれ

ばいいのか。３月１日にするのか、４月１日にす

るのかによりましてもまた違いますし、そして細

かい制度設計部分もまだ検討する余地があると

思われますので、予算のこともありますので、来

年度からの実施というふうに考えたところでご

ざいます。 

○海老名 悟議長 高橋議員。 

○２１番（高橋 壽議員） もう一度、御検討いた

だきたいと思います。今年度、補正を12月で組ん

でやれないかどうか、もう一度御検討いただけま

せんか。要保護児童、その親御さんたちは、米沢

市の場合は小学校が300名ぐらいですか、入学準

備金の支給の対象になっている方々は。400人で

すね、小学校は。それから、中学校は二百数十人

ですよね。その子供たち、御家庭が救われるかど

うかという話ですよ。額は確かに少ないと思いま

す。支給される額はその実際にかかる金額から比

べたら。それでも、２万円なり４万円の額は非常

に私は大きな金額だと思いますよ、それは。 

  もう一回検討をお願いできませんでしょうか。

改めてもう一回。 

○海老名 悟議長 佐藤教育指導部長。 

○佐藤 哲教育指導部長 先ほど申しましたとおり、

基本的な考え方として、支援を必要とする児童生

徒に確実に支給したいという考えがございます。

そこで、実際には４月１日の認定となっておりま

すけれども、学校のほうで子供たちの様子を見た

り、家庭とのやりとりの中で認定をしております。 

  また、基準についても、ただ単純に数字で割る

のではなくて、家庭の状況を見ながら詳しく把握

をしながら認定をしております。ですので、４月

１日の認定とありますけれども、４月１日以降入

学してきた子供、転入してきた子供たちとやりと

りをしながら丁寧に認定をして、確実に支給する。

漏れがないようにというふうに取り組んでおる

ところでございますので、そんな形で今までどお

りの形で、まず来年以降取り組んでいきたいとい

うふうに思っているところでございます。 
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○海老名 悟議長 高橋議員。 

○２１番（高橋 壽議員） ちょっと時間のない中

でこの問題を何度も聞きますけれども、額は少な

いけれども今年度支給されると、新しく１年生に

なる子供の御家庭は、今年度にされるか、それか

らされないかで、私は大きな違いがあると思いま

すよ。そこは何とか頑張ってクリアできるように

御努力できませんか。あと半年ありますよ。きち

んと支給できるようにしたいというそういうこ

とであれば、きちんと支給できるように半年かけ

て頑張っていただけませんか。ぜひよろしくお願

いします。もう一度検討をお願いしたいというふ

うに申し上げておきます。 

  次に、要介護認定者への障害者控除の認定書の

発行について、一律発行できないと。その理由と

しては、介護システム等の改修で費用がかかるの

でできないんだというお話です。要介護認定を受

ける方は、先ほど申し上げました四千幾らぐらい、

4,500人ぐらいいるわけですよね。 

  それで、米沢市の場合、発行するかどうかとい

うのは窓口に今は申請に来て、それで担当者のほ

うで基準表を見て、それで合致しているかどうか

ということで、合致していれば発行するというこ

とになっているわけですよね。そうしましたら、

仮に一律に発行、機械のシステムの関係でできな

いとしたら、4,000人の方々がいますよね。それ

を皆さん方で、職員の方で基準表を見て、お一人

お一人合致するかどうかという作業をやって、そ

れで合致すれば発行するということはできませ

んか。申請しなくても発行するということはでき

ませんか。できますよね。 

○海老名 悟議長 堤健康福祉部長。 

○堤 啓一健康福祉部長 そのような方法でやると

なれば、もう相当の労力、時間等も要しますので、

その方法はちょっと現実的ではないというふう

に考えております。 

○海老名 悟議長 高橋議員。 

○２１番（高橋 壽議員） 現実的ではないと、ど

のくらいかかるんですか、時間。 

○海老名 悟議長 堤健康福祉部長。 

○堤 啓一健康福祉部長 時間がどれくらいかかる

か、ちょっとそれは件数も多いですし、それぞれ

職員が当たってするとなれば相当な時間がかか

ることだけはわかりますけれども、時間まではち

ょっと申し上げられません。 

○海老名 悟議長 高橋議員。 

○２１番（高橋 壽議員） 4,600人おられて、先ほ

ども壇上で申し上げましたけれども、要介護３か

ら５の方々は大体特別障害者控除に該当するわ

けですよね。そこからその非課税の方や障害者手

帳を既にお持ちの方は除いても、それでも実績

126件というのは少な過ぎると思いませんか。い

わゆる申請漏れが起こっていると容易に推測で

きませんか。どうですか、そこは。 

○海老名 悟議長 堤健康福祉部長。 

○堤 啓一健康福祉部長 実際、あくまでもこれは

所得税なり住民税の申告に係ることですので、ど

れだけの方がその障害者控除を適用されている

かというところはちょっと私も承知していない

ところでございますので、どれだけ漏れがあるの

かどうか、漏れといいますか、可能な方がその分

の控除をつけていないというのがどれぐらいあ

るかというのはちょっと申し上げられないとこ

ろであります。 

○海老名 悟議長 高橋議員。 

○２１番（高橋 壽議員） 米沢市の場合、これま

でも今もそうですけれども、申請して、それで該

当するようなもの、さまざまな支給、例えば今１

階窓口というかロビーでやっている低所得者に

対する臨時給付金の場合も、対象になるという方

については一斉に申請書あるいはお知らせを送

っていますよね。そして申請漏れをなくす努力を

されているわけですね。これについては、なぜ申

請漏れをなくすような努力をされていないので

すか。広報とか何かで知らせるということはやっ

ておりますけれども、該当者というのは担当課の
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ほうで既に要介護の３から５の方がどういう方

かわかるし、それから基準表もあるわけだから、

それに照らせばこの方は大体該当するというこ

とは担当課でわかるわけで、その該当するような

方々には、なぜ申請漏れがないように発送できな

いのですか。 

○海老名 悟議長 堤健康福祉部長。 

○堤 啓一健康福祉部長 臨時福祉給付金は、あく

までその名前のとおり臨時的に実施される事業

でございまして、その費用も国のほうで財源も保

障されているところでございます。そういったこ

とで、あと期間も非常にある程度限定的な期間で

申請しなくてはいけないというようなこともい

ろいろございますので、おっしゃったような通知、

完全に可能だというより可能性のある方につい

て周知をしているという状況でございます。 

○海老名 悟議長 高橋議員。 

○２１番（高橋 壽議員） 例えばということで出

したわけですけれども、それでもそれだって申請

しなければ支給を受けられないわけですね。受給

できないわけですよ。申請主義なんですよ、それ

も。 

  これだって申請主義なんだけれども、一方では

申請漏れをなくすような対策をとっているわけ

ですよね。それで、議会でもできるだけこの手の

ものについては申請漏れがないようにというこ

とで、何度か声がけをするなり、その申請漏れが

ないように手だてをとれということは申し上げ

てきたというふうに思うんです。 

  そういう中で、これについては申請漏れが私は

かなりあると思うんです。実績として120件ぐら

いしかないということでは。それに対して申請漏

れをなくすような手だてというのは不十分では

ないかと申し上げているんです。 

  広報での周知、その他ホームページでの周知、

それ以外申請漏れをなくす手だてというのはあ

りませんか。当局では考えられませんか。 

○海老名 悟議長 堤健康福祉部長。 

○堤 啓一健康福祉部長 最初にお答えしたところ

ですが、これまで広報よねざわによる周知とか、

ホームページで一定の周知を図ってきたという

ことはあります。 

  そのほか、それぞれ認定を受けている方ですと、

ケアマネジャーの方などもおられますので、そう

いった方々にも周知等も前に行ってきたところ

でございます。 

  それで、今後さらに先ほど申し上げたように、

その周知を徹底していきたいということで検討

していきたいというように考えております。いろ

んな認定なり、いろんな機会に、そういった申告

の際に控除の認定書があるというようなことで

さらに周知を図っていきたいというように思っ

ております。 

○海老名 悟議長 高橋議員。 

○２１番（高橋 壽議員） それでは、百二十数件

の件数が来年度はどれだけ件数がふえるのか、ち

ょっと注視しておきたいと思います。それから、

周知の仕方も注視しておきたいと思います。 

  ただ、これは圧倒的に人数が少ないと思います

よ、それは。部長はそうは答弁されませんけれど

も、他市に比べたら、山形市では8,000人ぐらい

いる方に全て発送して、それで約２割から３割の

方々が実際使っているというお話です。そして、

一斉発送したら、実態はまだ把握していないけれ

どもさらにふえるんだろうと。全国的には４割か

ら５割の方々が、やっぱり実際制度も知らなかっ

たけれども発送されてきて初めて使って助かっ

たという声があちらこちらの自治体で出ている

ということがありますので、3.2％程度の実績で、

それは仕方がないんだということではなくて、も

う少し御検討いただきたいということを改めて

申し上げておきたいと思います。 

  次に、認可保育園のところですけれども、結論

としては、市長は前向きに検討したいという答弁

でした。そうしますと、認可保育所に対する、具

体的には連絡会の方々からは、今は名称が変わり
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ましたけれども小規模事業何とかという補助金

の名称でやられて、今は認可外保育所施設整備補

助金でしたでしょうか、事業補助金ということで

名称が変わりましたけれども、その補助金につい

て、以前のような形での復活ということで前向き

に検討したいということですか。 

○海老名 悟議長 中川市長。 

○中川 勝市長 26年度まではそういった市単独で

それなりの名目で出して支援しておったと。ただ、

それが27年度に変わったというふうに私はお聞

きしておりましたので。そして、実態、認可外の

皆さんのお話をお聞きした段階で、非常にやっぱ

り経営的な問題もあったりとかいろんな部分で

非常に大変だということをお聞きしておりまし

たので、ただ今年度、28年度の中では多少今まで

の補助額よりも多く支給されている、いろんな県

の補助金とか、名目はすこやか補助金なり衛生安

全補助とかということで、それが多くなったり少

なくなったりしているそれぞれの施設があるよ

うですので、まずそこの実態をもう一度しっかり

と把握した上で、やっぱり正直申し上げて認可、

認可外保育所、これはそこに入所する子供にとっ

ては何ら、認可外であろうが認可であろうが変わ

らないわけでありますので、保育のあれには。そ

ういったことをしっかりと勘案しながら、そして

先ほどお話にもありましたように、待機児童の受

け入れということのあれもありますので、そうい

ったことも十分に加味してどのような補助のあ

り方がいいか、そこら辺は実態を見ながら、検討

しながら、前向きに対応したいと思っております。 

○海老名 悟議長 高橋議員。 

○２１番（高橋 壽議員） 前向きという答弁、補

助金ですから、全体的に増額ということで期待し

ておきたいと思いますけれども、要は、今までは

県の補助金が出ていたと。そして、すこやかとい

う名称での県の補助金が単独で出たと。そして、

それに上乗せして米沢市の単独補助金が出て、そ

れで認可外保育所に対する補助金額がいってい

たわけですね。それが、昨年からは県の補助金は

残したけれども、米沢市の補助金についてはこち

らが対応しない保育園に対してだけ出したとい

うことなので、今まで上乗せになっていた保育園

については、米沢市の単独補助金については減額

されたわけですよ。それは中川市長も連絡会の皆

さん方からお話をお伺いしているから十分わか

っているというふうに思います。 

  つまり、財政状況が厳しいという話の中で、今

までこうやって県の補助金に上乗せした補助金

を減らされたので、この分を復活してくださいと

いう話ですよね。それで、これまで県の補助金が

該当ならなかったところについては、米沢市の単

独補助金を出したと。つまり、ふえたところもあ

れば減ったところもあるという話なんですよね。

減らされたところはどうするのかという話なん

ですよ。 

  それで、さっきもちょっとお話ししましたけれ

ども、今待機児童、米沢市のこの間の待機児童対

策ということで、待機児童児解消ということで対

策をとってこられたことは評価します。しかし、

既に９月１日現在で当局から資料をいただきま

したけれども、10名の待機者が出ています。それ

から、認可外保育所の現場の話を聞きましたら、

もう待機児童として入園お願いしますという方

が来られたけれども、役所から３月までは待機児

童ということで認可保育所にはもう受け入れて

もらえませんので何とかお願いしますというこ

とで認可外保育所に来られます。 

  しかし、認可外保育所のほうでも保育士を雇用

しなければならない、その他ということで、お断

りをしなければならないということも今出てい

るというお話なんですよね。そうしたら、その待

機児童の方々はどうやって来年３月まで対応す

るのかと、もう本当に困っていますよね。子供さ

んも御父兄の方も。だから、そこにやっぱり認可

外保育所が待機児童も引き受けられるような状

況、支援というのが私はあって当然だというふう
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に思うんですよ。 

  当局としては、待機児童解消策としての認可外

保育所の役割は、非常に使い勝手がいいことだと

いうふうに思います。しかし、その使い勝手がい

い割には、認可外保育所の皆さん方のそこへの支

援というのは少な過ぎる、薄過ぎると私は思いま

す。そこに使い勝手がいいというのであれば、そ

れに見合ったような対応策というのをもう少し

考えていく必要があると思うんです。 

  例えば、待機児童が今10名出ていますけれども、

９月１日で10名。10月の時点で大体毎年カウント

するということですけれども、もう少しふえると

思います。そうしますと、何カ月の違いで待機児

童になった方は、例えば今第３子の保育料が認可

保育所に入れば無料になるわけですよね。しかし、

認可外に入れば、それは減額措置という県の補助

制度がありますけれども、無料にはならないわけ

ですよ。これはその保護者の方々の責任ではなく

て、米沢市がきちんと待機児童の解消ということ

で頑張ってやらないということが原因になって

いるわけです。 

  だとしたら、例えば東根市とか、その他大江町

などでは、こういう場合の支援ということで認可

外保育所に対して補助を出しているわけですよ。

第３子の子供さんたちが認可保育所に待機児童

として来ても、それは無料にするという形で。そ

ういった対応が私は必要だというふうに思うん

ですよね。 

  まちづくり総合計画の第１次実施計画の中に、

来年度から中川市長が選挙公約に掲げた第３子

の無料化のところで第１子の年齢を撤廃すると

ありましたけれども、それだって恐らく認可外保

育所のところについては余り頭にないのではな

いかというふうに想像しています。もし本当にそ

れをやるのであれば、認可外の第３子についても

無料にするような手だて、それから年齢も認可と

同じように撤廃するということも考えて事業を

実施しなければならないというふうに思います。

そのことも含めて、もう一回現場の皆様方と話し

て、適当な増額をぜひお願いしたいと思います。 

  それから、最後になりますけれども、雪対策の

ところですが、私が雪対策総合計画がなぜ必要か

という話は、当局も先ほど答弁がありましたけれ

ども、市民の皆さん方の雪に対する生活をきちん

と安全にできるという、それこそ雪対策という点

での計画という意味で必要だというふうに思っ

ておりますけれども、米沢市としての何といいま

すか、ステータスといいますか、ある意味外から

見た場合に、今さまざまな施策をとっています。

移住対策とか、あるいは企業誘致とかとっていま

すけれども、雪の問題がまず一つ乗り越えなけれ

ばならない課題になっているわけですね、そうい

う場合。そのときに、やはり米沢市は雪対策につ

いてしっかりとした対策をとっているというこ

とが一つのそういった事業を進めるときの要は

キーポイントというかになるのではないかとい

うように考えているからです。 

  今までは、各課でそれぞれ住民ニーズを酌み取

ってそれなりに対応していたと。しかし、外に対

する雪対策をとっているというアピールという

のは、これはほとんどそれではできないわけです

よ。だから、きちんとした雪対策総合計画という

のは持っていますと。だから、米沢市に来てくだ

さいと、あるいは企業も来てくださいということ

をアピールするという好材料にも私はなるので

はないかなというように思うんです。そういった

意味で非常に大事だと思います。 

  それで、１つだけ先ほど答弁がなかった、あっ

たのかどうかちょっと聞き漏らしたのかどうか

ですけれども、市民ニーズです。市民の生活を守

るという点での市民ニーズですよね。これはどう

酌み取って計画に組み込んでいくのかと。その手

法についてちょっとお伺いしたいんですけれど

も。 

○海老名 悟議長 我妻企画調整部長。 

○我妻秀彰企画調整部長 アンケートはもちろんこ
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れからとらせていただきます。これまでもある程

度、雪に関する市民の皆様方の声というものは折

に触れいろいろなところでいただいております

のでそれをまとめるというところと、あとはやは

り今回、これまでと違っているのは、各地域、地

区でのこれまでの雪対策が同じようにやってい

たのではもうやれないという状況が大きな変化

だと思いますので、それは地域の皆さん方から機

会を設けて意見もお伺いしたいと思います。 

○海老名 悟議長 以上で21番高橋壽議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

  再開を３時20分といたします。 

 

午後 ３時１０分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ３時１９分 開  議 

 

○海老名 悟議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  この際、お諮りいたします。 

  本日の会議が定刻の午後４時までに終了しない

場合、会議時間を日程終了まで延長することにし

たいと思いますが、御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○海老名 悟議長 御異議なしと認めます。 

  よって、本日の会議を日程終了まで時間を延長

することに決まりました。 

  次に進みます。 

  一つ、絶滅危惧種や希少動植物の保護、保全に

ついて外２点、９番中村圭介議員。 

  〔９番中村圭介議員登壇〕（拍手） 

○９番（中村圭介議員） 時間の延長に御同意いた

だきましてありがとうございました。 

  一新会の中村でございます。一番最後というこ

とで、今回もいつも同様、思いを込めてしっかり

と質問させていただきたいと思いますので、最後

までおつき合いよろしくお願いいたします。 

  まずもって、本日は足元の悪い中、傍聴にお越

しいただいた皆さん、本当にありがとうございま

す。 

  そして、きょうは会場を見るとインターン生、

学生の皆さんの姿も見られます。連日の傍聴、本

当にお疲れさまでした。 

  質問の前にちょっとだけ。今期、私は３年目の

インターン生を迎え入れておりますので、その話

を少しだけさせていただきたいと思います。 

  ９月の定例会の一般質問、去年とその前の年を

見てみると、実はインターン生とちょっと話をし

て考えた項目を入れさせていただいておりまし

た。インターン生は８月、９月の間、２カ月間で

すけれども、議員のもとで議員活動であったりそ

れ以外の活動であったり、さまざまな学びをとも

にするわけですけれども、その集大成として、一

応必ず全員とは聞いておりますけれども、何らか

の地域課題に取り組むと。学生目線で地域課題を

洗い出して、どう取り組んで解決していくのかと

いう課題が与えられております。 

  今回私のもとに来た３名のインターン生には、

その課題のほかにもたくさん与えてしまって、ち

ょっと一般質問に間に合わなかったので、ちょっ

とだけ、どんなことを取り組んだかだけこの場で

お話しさせていただきたいなと思っています。 

  今回のインターン生は、与えられた課題の中の

選択制ということであったんですけれども、人口

減少というものに今回取り組むことに決めまし

た。何が問題かということをみんなで洗い出しま

した。そして、どんな取り組みをしているのかと。

米沢市の取り組みはもちろん、近隣自治体、類似

自治体も一生懸命調べました。そして、何で時間

がかかったかというと、本来であれば個別の政策

を考えようという話ではあったんですけれども、

みんなで話した結論としては、どこの自治体もや

っぱり金太郎あめのように同じ施策をやってい

ると。ですから、人口減少に対しての危機感は持



- 176 - 

っているものの、人口をふやすということだけに

目が行ってしまって、なかなか地域課題に即した

政策を実施していないのではないだろうかとい

うところに今回着目したわけであります。 

  ですので、それをどうするのかと。どんなもの

が出てくるのか私は楽しみでしようがないんで

すけれども、すばらしいものが出たら当局の皆さ

んに何らかの形でお伝えしたいと思いますけれ

ども、そこを拾い出したときに私もいろいろ感じ

る部分があって、やっぱり本当に人口が減るとど

うなるのかと。昔の江戸時代は人口が2,000万人、

3,000万人とも言われていますけれども、食も芸

能も芸術もすごくすぐれていて、とても豊かな暮

らしをしていたというような話も聞きます。では、

仮に今の世の中が３億人の人口になれば豊かに

なるのかと言われれば決してそうではないとい

うような気がします。ですから、人口減少という

問題を、単なる人口が減るんだというところに単

に物差しを当ててしまってはいないだろうかと

いうところに、私も問題があるのではないかなと

いうふうに感じております。 

  財政が厳しい中でさまざまな政策をやらなくて

はなりません。選択と集中が必要です。上杉鷹山

公も恐らくそんな思いだったのではないかなと

思います。ぜひ、市長には現代の上杉鷹山公にな

っていただきたいと、そんな思いであります。や

っぱりその倹約というものも、単に鷹山公は厳し

い倹約令をしいたのではなくて、そこで浮いた分

のお金を恐らくは殖産振興であったり、もみ蔵に

使ったりとかということで、浮いた分をしっかり

とビジョン、将来を描く将来像を実現するために

お金を使ったというところに成功の鍵があった

のではないかと私は思っております。 

  ですので、本市においても大変厳しい状況はわ

かるんですけれども、ぜひ選択と集中をしっかり

とビジョンを持って市政運営に取り組んでいた

だければという本来質問だったのかもしれませ

んが、ぜひその結果はうちのインターン生がつく

ってくれると思いますので、ぜひ皆さんにその結

果をお届けさせていただきたいと思います。 

  それでは、早速ですけれども質問に入らせてい

ただきます。私の質問は３点です。 

  まず、１点目、絶滅危惧種や希少動植物の保護、

保全についてということです。おまえがこの質問

をするのかと思われる方もいらっしゃるかもし

れませんが、この質問をするきっかけというのが、

実は昨年度の議会報告会におきまして、終わった

後にある方に、「中村君、ちょっと聞いてくれ。

オキナグサという花を知っているか」と。「いや、

知りません」と。「非常に、昔は道端に、川原に、

たくさんあったんだ。でも、今はもうどこにも見

かけない。でも、一生懸命守ろうとしている人た

ちがいる。何とか市の力をかしてもらないだろう

か」と。「なるほど、わかりました。でも、私も

わからないので、ぜひちょっといろいろ調べてみ

たいと思います」ということで、後日、市の環境

生活課のほうに聞いて、何とか資料を集めていた

だいて、オキナグサとは何ぞやということを、そ

こに知るに至ったのですが、やはり絶滅危惧種、

近いうちに野生の絶滅が危惧される種というも

のに、県のレッドデータに載っている植物であり

ました。 

  ほかにどんなものがあるんだろうなということ

で興味を持って調べてみますと、例えば田沢コミ

ュニティセンター、田沢地区の皆さんがクマガイ

ソウを一生懸命育てていらっしゃいますけれど

も、それも絶滅危惧種で、でも地域の方のおかげ

で何とか今200株を超える自生がなされていると。

調べてみれば幾つかあるんですが、でもなかなか

調べてもそのデータが出てこないと。ネットで調

べても、その希少動植物のデータが出てきません

でした。出てくるのは山形県の調査の結果ばかり

であります。 

  そこで、今回の質問といいますのが、ことしの

２月に米沢市環境基本計画が示されました。その

中で身近な野生生物の生育環境の保全というペ
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ージがございます。そこには庁内における自然保

護行政の役割分担について今後検討していくと。

ですから、現在においてはその役割分担がなされ

ていないということがわかりました。それが、調

べても環境生活課に聞いても、そういったデータ

が出てこない原因だなというふうなことがわか

ったところであります。 

  そこで伺いたいのが、今後検討するということ

にはなっておりますけれども、今後絶滅危惧種や

希少動植物の保護、保全について、どのような方

針でもって行っていくのかということを、まず１

点目、壇上から伺いたいと思います。 

  そして、次の２点目、米沢市人材育成基本方針

について伺います。 

  平成18年４月１日から運用が始まりました米沢

市人材育成基本方針ですけれども、ことしで10年

目を迎えることとなります。社会環境の変化に伴

ってより多くの課題を抱えるようになった昨今、

多様化するニーズに応えながら限られた財源を

もとに、自治体は行政運営を行っていかなくては

なりません。そんな状況の中で求められるのは、

やはり首長のリーダーシップではないでしょう

か。そして、実際に首長を中心に運営を行ってい

く職員の資質であるとも考えます。限られた予算

の中で最大限の効果を発揮していくには、職員の

知恵、情熱というものが必要不可欠です。 

  今回質問させていただくこの米沢市人材育成基

本計画は、理想とする職員像を掲げ、意識の改革

の必要性や職員に必要な能力について具体的に

記され、またその職員育成に向けた戦略について

もはっきりと記載されております。 

  今後、新文化複合施設ナセＢＡを中心とした中

心市街地活性化、東北中央自動車道開通による道

の駅の建設・運営、企業誘致、この市役所、そし

て市立病院の公共施設の建築などなど、取り組む

べき課題は数え切れません。だからこそ、そんな

ときだからこそ市民目線で主体的に、情熱的に課

題解決に取り組む職員の人材育成が何よりも大

事と考えます。 

  そこで伺います。策定から10年目を迎える米沢

市人材育成基本方針ですが、これまでの成果と新

たに見えた課題についてお知らせいただきたい

と思います。 

  最後に３番、一般質問等での提案や要望の取り

扱いについてということですが、これは議案の問

題じゃないかと言われそうですが、この質問の趣

旨としては、我々議員が一般質問であったり、各

委員会であったり、市民の負託を得て思いを持っ

て質問、提案、要望等をさせていただいておりま

す。結局私が言いたいのは、ですがそれらのせっ

かくの提案や要望だったりが、本当にその関係す

る各課でその情報が共有されて、そしてしっかり

その提案された中身について対応、協議されてい

るのかというところに疑問を持った上での質問

というふうになります。 

  きょうは個別の案件は言いませんけれども、や

はりその課では、当然課長がかわり、部長がかわ

りということで、私も５年間質問してきましたが、

あれっ、話したのはどうなったんだということが

多々あります。そして、本当に担当者の中で我々

が思いを持って提案した政策提言、要望等が協議

されているのかということ。研究します、検討し

ますという言葉が、その場限りのものとなってい

ないだろうかということについて伺いたいと思

います。 

  ３番目の質問としては、一般質問等で我々が質

問した提案、要望について、どのような形で情報

共有をしているのかと。そして、それらの提案さ

れた諸課題について、どのように対応協議されて

いるのかという点について伺いたいと思います。 

  私の壇上からの質問は以上となります。 

○海老名 悟議長 中川市長。 

  〔中川 勝市長登壇〕 

○中川 勝市長 中村議員の３番目、一般質問等で

の提案や要望の取り扱いについて答弁をいたし

ます。 
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  議会での答弁内容の共有の仕方についてであり

ますけれども、一般質問に対する答弁書というの

は、御承知のとおり所管の部長等と十分協議しな

がら、基本的には担当課において作成しておりま

す。でありますので、まずその段階で課内での認

識の共有は図られているというふうに理解をし

ております。 

  その後、議会での会議の中で答弁した内容につ

いては、最近では議会のテレビ中継やネット配信

により把握、共有を行っているところであります。

これは委員会においても同じであります。であり

ますので、基本的にはしっかりと質問項目なり、

そして要望等については、その課内の中で共有を

しているというのが基本的な取り組み内容で、議

会からの御要望をいただいた部分等についての

対応だというふうに私は理解しております。 

  次に、議会での答弁内容やその後の対応につい

ては、提案や要望について検討などが必要と判断

した場合は、課の中で実態把握や情報収集等に努

め、実施の可能性や方法、優先順位などを検討し

ていると。 

  この答弁は、実は総務部長のほうがよかったの

かもしれませんけれども、議員は私からというこ

とであったものですから。 

  その事務の進め方としては、担当者に直接指示

できるものや、一定範囲の職員で方向性を決めて

から担当者に指示するもの、ある程度の時間を要

するものなど事案によって異なるため、一つの事

案の全ての内容が常時共有されているとは限ら

ない場合があるということであります。 

  しかしながら、いただいた要望や提案について

は、各課において真摯に受けとめ対応していると

ころでありますので、御理解をいただきたいと思

いますというのが、私にいただいた答弁書であり

ます。 

  ただ、言えることは、先ほど質問の中で市職員

の人材育成の話がございました。やっぱりその人

材育成というもののとどのつまり、お話がありま

したように、それはやっぱり首長の姿勢にかかっ

ているものと私は判断をしております。しっかり

と首長がその方針を出して、仕事をするのは職員

でございますから、そういったことがおのずと言

わずもがな伝わっていくというようなことであ

れば、しっかりとこういった今御質問にあった件

についても、その職員の一番トップは部長でござ

います。その下に課長がいて、また係長がいると。

そういったことで、その指揮系統がしっかりして

いなければならないと思っておりますので、今後

そういった、いや私は知らなかったとか、それは

ある場合もあるかもしれませんけれども、しかし

課内においてそういった共有が不十分だなとい

うことであるならば、再度そういったどういう取

り組みをしていけばいいのかということも踏ま

えて、しっかりと取り組んでいきたいと思ってお

ります。とどのつまり、係るのは首長の姿勢であ

るというふうに判断をしております。 

  以上であります。 

○海老名 悟議長 菅野市民環境部長。 

  〔菅野紀生市民環境部長登壇〕 

○菅野紀生市民環境部長 私からは、１番目の絶滅

危惧種や希少動植物の保護、保全について、保護

の方針についての考え方をお答えさせていただ

きます。 

  前段、中村議員御承知かと思いますけれども、

レッドリストの説明からさせていただきますけ

れども、国では野生生物種を絶滅の危険性につい

て評価してまとめましたレッドリストを作成し、

そのレッドリストに選定された個々の種につい

て生態や生育環境の状況や絶滅の危険性の要因

等の解説を加えてまとめたレッドデータブック

を作成しております。レッドリストに掲載するこ

とは、捕獲規制等の直接的な法的効果を伴うもの

ではありませんが、社会への警鐘として広く情報

を提供することによりさまざまな場面で多様な

活用が図られるものであります。 

  レッドデータブックは、国のほかに学術団体、
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地方公共団体でも作成しておりますけれども、地

方公共団体といっても大体47都道府県、県レベル

でつくっているものがほとんどでございますけ

れども、山形県においてもより県の実情に合った

野生生物の評価としてレッドデータブックを作

成しております。 

  平成15年３月には、野生動物について、哺乳類

や鳥類などの９分類で285種を選定いたしまして、

置賜地域におきましては159種が確認されており、

平成26年３月に野生植物について536種を選定し

まして、そのうち東南置賜地区においては147種

が確認されております。また、植物群落等では本

市の７カ所が調査対象として評価されておりま

す。 

  このような情報をいただくことで、本市での希

少野生動植物が現在どの程度絶滅の危機にある

のかを把握している状況でございます。 

  一方、保全について、国が平成５年に国内外の

絶滅のおそれのある野生生物の種を保存するた

めに定めました絶滅のおそれのある野生動植物

の種の保存に関する法律、通称種の保存法といい

ますけれども、こちらにおいてレッドリストに掲

載されている絶滅の危機に瀕している及び絶滅

の危険が増大している種のうちに、人為の影響、

これは人間活動の影響ですけれども、生育・生息

状況に支障を来しているものの中から希少野生

動植物として鳥類37種、哺乳類９種、植物54種な

ど、全175種を指定しております。 

  この種の保存法では、絶滅のおそれのある野生

動植物の種の保存のために必要な措置を定めて

おります。 

  まず、１点目は捕獲・採取が減少要因となって

いる絶滅危惧種について、個体等の取り扱いを規

制すること。２つ目は、捕獲・採取等の規制を行

うだけでは個体数の存続が困難な場合は生息地

域と保護区を指定すること。３点目は、繁殖の促

進、生息地等の整備等の事業を推進する必要があ

る場合には、保護増殖事業計画を策定し、保護増

殖事業のための取り組みを行っているものでご

ざいます。 

  野生動植物が絶滅する原因としましては、過度

の採取、人間の生活域の拡大等による生育地等の

消滅または生息・生育環境の悪化等が考えられて

おり、本市においても絶滅のおそれのある野生動

植物の種の保存を図るためには、まずこれらの実

態を把握し、必要に応じて関係機関、団体と情報

の共有を行いまして、場合によっては市民と連携

し状況を改善することが必要であると考えてお

ります。 

  以上、市の考えとしてはこのようなことでござ

います。 

○海老名 悟議長 須佐総務部長。 

  〔須佐達朗総務部長登壇〕 

○須佐達朗総務部長 私からは、２項目めの米沢市

人材育成基本方針についてお答えいたします。 

  本市では、この人材育成の基本方針に基づきま

して、人材の育成については職員研修のみならず、

採用、異動、昇任等といった人事管理全般を通し

てその推進を図ることとしております。 

  具体的には、基本方針に基づきまして職員の採

用試験、それから研修の充実、計画的な人事異動、

相互交流の推進、職員の適正配置、それから自己

申告制度などを実施することで人材育成の推進

を図ってきたところであります。 

  この基本方針ですが、平成18年に策定して、御

指摘のとおり18年以上経過いたしました。これを

振り返りますと、成果としては日々の業務を適切

に処理できる人材、本市の将来を考えることがで

きる人材の育成、確保ができたことであると考え

ております。加えて、これらの人材を適正に配置

することで、組織として本市の行政課題の解決に

当たり、市民生活全体に貢献できたものと考えて

いるところであります。 

  本市の目指す職員像ですが、一言で申し上げる

と問題の発生や指示に対して適切に行動できる

職員、さらに進んでみずから先々のことを考え、
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事前に対策を講じることができる職員、主体的に

行政課題に取り組む職員であり、この職員像につ

いては現在においても大きく変わるものではな

いと認識しております。 

  この職員像を目指しての人事管理の例でありま

すけれども、今年度山形県の東京事務所に職員を

派遣したものであり、以前は喜多方市や米沢女子

短期大学への職員の派遣についても、人脈を構築

し本市の将来を考えることができる人材の確保

にもつながったものと思っておるところでござ

います。 

  これまでも本市の行政課題を解決することがで

きる人材を育成してまいりましたが、今後少子高

齢化社会、それから人口減少社会が進む中にあっ

ても、優秀な人材を確保し複雑化する行政課題に

適切に対応できる人材を育成していくことがさ

らに必要だと考えているところであります。 

  このように人事管理全般を推進する上で、社会

情勢や働き方の変化への対応が求められている

ことから、これらの変化に対応すべく、必要に応

じて基本方針の見直しもしていかなくてはいけ

ないと。そして、職員が生き生きと働く元気な職

場にしたいと考えているところであります。 

  私からは以上です。 

○海老名 悟議長 中村圭介議員。 

○９番（中村圭介議員） それでは、また自席より

質問させていただきたいと思います。 

  希少野生動植物のほうについてですけれども、

済みません、壇上での話を拾い切れなくてもう一

度重ねての質問になるかもしれませんが、とにか

く保護は進めていきたいんだと。とりあえずはい

ろいろ調査も含めて保護を進めていくというよ

うなお話をされたとは思うんですけれども、市内

に点在するいわゆる希少動物、つまりレッドデー

タに記載されているような絶滅危惧種の個体の

洗い出しを行うということでよろしかったです

か、答弁は。まず、１点目お願いします。 

○海老名 悟議長 菅野市民環境部長。 

○菅野紀生市民環境部長 情報としましては、先ほ

ど申し上げましたように山形県のレッドデータ

ブックに掲載されているものであればある程度

の把握はできるものでございます。ただ、さまざ

まな種類、品種がございますので、全てを網羅す

ることはなかなか難しいかなと思ってございま

す。 

○海老名 悟議長 中村圭介議員。 

○９番（中村圭介議員） それでは、単純に県にあ

るデータを整理するだけという形になるんです

か。実際に市はそれを整理して、市民としての立

場はどうやってその保全、環境を守っていくとい

うことはどういうふうにやって、どうやって訴え

ようと考えていらっしゃいますか。 

○海老名 悟議長 菅野市民環境部長。 

○菅野紀生市民環境部長 レッドリスト、レッドデ

ータブックに掲載されているものにつきまして

は、こういうものが絶滅の危険を有しているよと

いうようなことを国民、地域の住民に伝えるもの

でございまして、実際に保護・保全に活用できる

ものは国が定める種の保存法に記載されている

ものが規制できるものでございます。ということ

で、なかなか行政が直接強い指導ということはで

きません。そういった中では、市民の方々にこう

いうものが貴重な希少動植物ですよということ

でお知らせをすることで、市民の方、地域の方に

御協力をいただくことが一番大きな手だてかな

というふうには思っております。 

○海老名 悟議長 中村圭介議員。 

○９番（中村圭介議員） そうすると、一番の手だ

てとしては市民周知だと。市民にどんな希少な動

植物があるのかと、どんな環境であるべきかとい

うことをお伝えしたいということ。まずはそこに

取り組むということでよろしいですか。くどいよ

うですけれども。 

○海老名 悟議長 菅野市民環境部長。 

○菅野紀生市民環境部長 何といいますか、レッド

データブックに掲載されております希少動植物
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につきまして、その保全することは本当に重要な

ことでございますけれども、その個体数をふやし

て絶滅の心配をなくせばいいというものではな

く、やはり野生植物ということで自然の中で育つ

ようなことが最も望ましいということで、環境保

全が一番大切なことかなというふうには思って

おります。 

  ただ、先ほどお話がありました第３期の環境基

本計画ですけれども、こちらのほうは事前に市民

アンケートを行いまして、希少な野生生物の生

育・生息空間が守られているかという質問をさせ

ていただきまして、実はわからないという回答が

43％ございました。そういったこともございまし

て、市民の関心が低いために希少な野生生物の保

全等について、これを周知することは本市の課題

というふうに捉えておりまして、その対策としま

しては市の広報誌やホームページ等で周知を行

うほか、将来にわたって環境の保全等に関する市

民の意識の高揚を図っていくための取り組みと

しまして、本市の第３期の環境基本計画におきま

して、今年度から５カ年計画で環境教育を実施し

てまいります。次世代を担う小学生、中学生に対

しまして、希少動植物の重要性について理解と関

心を深めていただきたいというふうに考えてお

りまして、そのような取り組みを行うことで市民

への周知を広く図っていきたいと考えておりま

す。 

○海老名 悟議長 中村議員。 

○９番（中村圭介議員） そのような取り組みをし

ていただけるということは大変うれしいことだ

と思います。 

  私は、その個体数をふやす云々ではなくて、ま

ずどういう動植物がこの米沢市にあって、そして

どういった環境こそがその動植物にとっていい

環境なのかということを、まず先ほど部長がおっ

しゃったように周知することだと思うんです。そ

れで、そこには話が戻りますけれども、米沢市と

してしっかりとどんな個体があるかという確認

をしないと、何があるかということをＰＲできな

いんですよ。私が昨年度、「ちなみにオキナグサ

って知っていますかね」と言ったら、「ちょっと

わかんないな」と言って、県に問い合わせをして

もらって、数日、何日かたってやっと来たんです

よ。ということは、米沢市で全く把握していなか

ったんです。そのような状態で、残念ながら米沢

市が広報であり何らかの手段を使おうと思って

も、個体数の把握なくして告知はできないはずだ

と思います。 

  ですから、まずは周知する前にどんな動植物が

あるのかと。どんな生息、生態なのかということ

の調査をまずやるべき、その整理をやるべきだと

思いますが、いかがでしょうか。 

○海老名 悟議長 菅野市民環境部長。 

○菅野紀生市民環境部長 オキナグサにつきまして

具体的なお話が出ましたのでお答えさせていた

だきますけれども、確かにレッドデータブック山

形に掲載されておりますけれども、実は余り詳細

な地名は表示してございません。例えば、東南置

賜地区、西置賜地区というような表記でされてお

ります。といいますのは、先ほどもちょっと壇上

から答弁した中で、一番絶滅する可能性としまし

ては、園芸採取が大きいということで、人の手が

ちょっとかかってまいります。ということで、明

確にその場所を特定できるようなものはなかな

かできないと。これもまた一面があります。 

  ただ、こういう動植物が希少動植物ということ

で置賜地区にございますというような周知を図

るような手だてはとりたいなというふうに思っ

ておりますので、例えば県のレッドデータブック

とのホームページのリンクを行うとか、米沢市と

してできる限りは行っていきたいなと思ってお

ります。 

○海老名 悟議長 中村議員。 

○９番（中村圭介議員） それが特定されるような

ことではなくて、こういったものがあるという洗

い出しの作業なんですね。環境生活課に行ったと



- 182 - 

きに、「はい、うちの動植物はこうですよ、動物

はこうで植物はこうですよ」という状態にならな

いうちに、どうやって市民にＰＲするんですかと

いうことなんですよ。 

  私はネットで調べたときに、県の調査結果なん

かを拾えるので見てみたんですけれども、そもそ

もちゃんと希少な動植物だよということを、もし

かすればＰＲしていないがために、ああこれはき

れいな植物だねといって山に入った人が持って

帰ってきているということも、もしかして一因と

してあるかもしれない。でも、市として別に場所

を特定するんじゃなくて、この草は、この花は、

もう絶滅寸前だと。市としてしっかり守っていか

なくちゃいけないんだということを周知したと

きに、たまたま見つけた人が、これは守らなけれ

ばいけないと、逆のことが起こり得るのではない

でしょうかということなんですよ。 

  ということは、やっぱり先に米沢市がそのデー

タをしっかり集めないと周知もできないし、何ら

の市民意識の高揚につながらないというふうに

私は考えるわけです。いま一度、どうでしょうか。 

○海老名 悟議長 菅野市民環境部長。 

○菅野紀生市民環境部長 市としてもできる限りの

情報を集めて、中村議員がおっしゃったような形

で市民への周知方法、さまざまな手だてを講じま

して、少しでも、１人でも多くの方に知っていた

だけるような努力をしていきたいと思っており

ます。 

○海老名 悟議長 中村議員。 

○９番（中村圭介議員） 平成26年３月31日に、山

形県では生物多様性戦略の概要ということでつ

くられております。この目標というのが、やはり

生物多様性の重要性を認識し、多様な主体が参画

し、保全、創造を活用する社会をつくるんだと。

全部、もう一つくらい読みますか。生物の多様性

を把握して、豊かな命、生態系を大切にする社会

の実現だと。そして、その環境の確保だというよ

うな目標が挙げられております。やはりせっかく

こういった県としての大きな計画がある以上、

我々も県民の１人として、市民として、やはりこ

の実現に寄与していきたいものだというふうに

思っておるわけです。 

  ですから、ぜひ今部長がおっしゃったように、

まず何としてもこの米沢にはこれだけの希少な

動植物が、絶滅の危機があるとはいえ、まだ生き

ているんだよと。守っていこうということを、ぜ

ひ一日も早く周知してもらいたいものだと思い

ます。 

  それで、何でしつこく個体の調査をせよと迫っ

たのかといえば、つまり個体の把握をできれば、

そういった希少動植物の保護条例の制定はすぐ

できます。つまり、どういった動植物がいるかと

いうことを把握するということで、当然その条例

を制定することで、実際に採取したり、園芸用の

採取ということを禁ずることもできます。なかな

か、調べてみたんですけれども、そう多くはあり

ませんが、よく自然を売りにしているような自治

体では定めておったようです。市として希少動植

物だということで指定をして、保全・保護をかけ

るというやり方をやっているようなところもあ

り、さまざまですけれども、ぜひその市民周知を

するためにデータを収集するのであれば、将来的

に市としてそういう条例の制定なりというもの

も一つの方法だと思います。その条例を制定する

ことで、実際に採取の禁止をうたえますし、市と

して明確なその保全の姿勢を打ち出すこともで

きると考えますけれども、いかがでしょうか。 

○海老名 悟議長 菅野市民環境部長。 

○菅野紀生市民環境部長 第一義は、やはり自生動

植物、この場合は植物ですけれども、自生してい

る植物を守ることが、まず第一義かと思います。

また、種の保存という意味ではそういった自生し

ていなくても守っていくべきものだということ

で考えておりますので、その辺のちょっと折り合

いも考慮しながら、今後の保全、保護方法につい

て検討してまいりたいと思います。 
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○海老名 悟議長 中村議員。 

○９番（中村圭介議員） そういった条例を制定し

ている自治体の動きを見てみますと、やはりさま

ざまな市民活動、そういった保全活動をされてい

る方々、専門家の方々から多様な意見を聞きなが

ら準備を経て条例をつくられておるようです。 

  逆に、準備段階のそういった動きが、そういっ

た動植物を守ろうという機運自体を高めている

というような効果が出ているというような評価

をされたものも見たことがありましたので、ぜひ

何とか、歴史のまち、そしてその次に多分食もあ

るんでしょうけれども、自然というキーワードも

出てくる本市でありますから、米沢は自然を大切

にするまちだということをぜひ打ち出すために

も、条例制定に向けて頑張っていただきたいなと

いうふうに思うところであります。よろしくお願

いします。せっかくですから、部長お願いします。 

○海老名 悟議長 菅野市民環境部長。 

○菅野紀生市民環境部長 御意見として承りまして、

勉強させていただきます。 

○海老名 悟議長 中村議員。 

○９番（中村圭介議員） 難しいようなんですけれ

ども、個体を拾い上げれば、市としてちゃんとこ

れを保全していくというようないわゆる宣言に

近いような形でありますから、そもそもどういっ

た動植物がいるのかという調査を、しないと言わ

れればあれなんですけれども、してもらってデー

タができれば、そんなに難しいことではないとい

うふうに私自身考えますので、ぜひよろしくお願

いしたいというふうに思います。 

  それでは、次、米沢市人材育成基本方針のほう

に進みたいと思います。 

  これも私は自席から、簡単に言えばもう10年た

ったから見直しましょうよということを言いた

かったのですが、もう壇上で部長が見直すという

ふうにおっしゃったので、もう少しちょっと、壇

上でおっしゃっていただいたことが漠然とし過

ぎているというか、ちょっと抽象的過ぎて結果が

見えなかったので、何点かちょっと伺ってみたい

なと思います。 

  今、私は手元に資料を持っているんですけれど

も、給与制度への反映なんていう項目がございま

す。「勤務評価制度並びに目標によるマネジメン

ト制度の活用により、給与制度への反映のあり方

を検討し実施していきます」と。すごいなと、読

んでびっくりしたんですけれども、実際これの状

況というのはどんな感じでしょうか。 

○海老名 悟議長 須佐総務部長。 

○須佐達朗総務部長 給与制度の反映については、

結構前からの議論です。それで、今回の人事評価

の改正前から、給与制度については反映している

団体もありますし、国なんかでも先行して既にや

っているかと思います。 

  各団体においても、さまざまな考え方の違いが

ありまして、米沢市の場合には給与制度には反映

されておりません。今後、それは課題の一つとし

て取り組む課題ではありますが、現在のところち

ょっと難しいかなというふうに、早々にはできな

いという意味です。ですので、少し時間をかけな

がらも、これについてはさまざま団体と協議する

必要もありますので、続けていきたい、そういう

課題と捉えているところでございます。 

○海老名 悟議長 中村議員。 

○９番（中村圭介議員） 10年たってできなかった

と。これは一つ大きな反省であり課題、振り返り

ができる部分だと思います。 

  その前に、そうすると給与制度に反映できなか

ったのが、例えば勤務評価制度の中身が反映でき

るほどのものじゃなかったのかと。あと、目標に

よるマネジメント制度の活用とありますけれど

も、多分これは上司と一緒にたしか目標をつくり

ながらその進捗を確認し合うというような制度

だったかと思うんですけれども、これ自体の運用

がもうほとんどなされていないのかなというふ

うにも感じ取ったわけですが、そちらのほうは実

際のところいかがだったでしょうか。 
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○海老名 悟議長 須佐総務部長。 

○須佐達朗総務部長 勤務評定制度について機能し

ていないというわけでは当然ありません。勤務評

価の結果を給与に反映させまではしていないと

いうことです。 

  勤務評定をしていないということではなくてし

ているという意味は、実は人事異動も含めて自己

申告書制度もその大きな一つのくくりではある

んですけれども、上司が部下を評価して適性、能

力を判断、評価するわけですが、その際今の部署

で適正なのか、むしろ別な部署のほうが能力を生

かせるのではないか、それも一つの勤務評定では

あるわけです。 

  あわせて一方では、自己申告書に基づく本人の

希望です。これを加味しながら、じゃあこの部署

がいいんじゃないかというふうに人事のほうに

も相談すると。そういった流れで勤務評価という

ものを活用しております。 

  それからもう一つ、昇任制度があるわけです。

主任から主査、それから係長級。主査、係長級と

はちょっと担当するところは一緒ですが、とって

いない場合には主任、それから係長、補佐、それ

から課長、部長と昇任していくわけですが、その

際の一つの目安にも当然なるわけです。勤務評定

が芳しくない職員は、やはりその昇任はなかなか

難しいというのが現実です。 

  そういったことで、給与制度に反映していない

から中身が、つまり勤務評定の中身がないという

ことでないので、そこはひとつよろしくお願いし

たいと思います。 

  それから、もう一つ、ＭＢＯの話、失礼しまし

た、目標管理の話がございました。今私が申し上

げたＭＢＯというのを目標管理と、実は細かく言

うと若干違うようです。日本語で訳しただけじゃ

ないかではなくて、ＭＢＯと目標管理には明確な

違いがあるのですが、きょうのところは目標管理

ということで言わせていただきます。 

  目標管理は、実は担当職員から部長まで全て目

標管理に従って行動するというのが、そういう手

法もとっているところは少ないかと思いますが、

そういうことを主張されている方はいらっしゃ

います。現実的には、これはなかなか難しいと。

担当者レベルの目標管理を、担当者の直属の係長

が細かいところまで目標を設定しながら、その進

捗状況を確かめるだけで時間がかかる。あるいは

それをペーパーに落とし込むだけで時間がかか

ると。そういう状況で、全体的にはなかなか進ん

ではおりませんが、目標管理そのものは管理職で

今実施しております。具体的に言えば、部長と課

長の間で目標管理はしております。 

  ただ、試行的というふうに今のところはなって

おりまして、今回人事評価制度を見直すに当たっ

て、これも試行を取って実施したいなというふう

に思っておりますが、現在のところは目標管理も

そういった形で、目標を設定しながら自己評価を

して、ヒアリングをしながら部長が評価すると。

そして、それを副市長が総合的にチェックする。

そういう制度で行っているところでございます。 

○海老名 悟議長 中村議員。 

○９番（中村圭介議員） 先ほどあった目標管理制

度もなかなか難しいと、課題等々あったと思いま

す。ですから、それは何か煩雑だというようなこ

とも出たような気がするんですけれども、実際は

でも、何と言ったらいいのか、やらされてやるん

じゃなくて、それをやることでやっぱり先ほど言

った、相当成果は出ておるようなお話はされてお

りましたけれども、それを持つことで職員の方が

やる気を持って、その達成する喜びをどう感じて

もらえるかということがやっぱり大事だとは思

うので、当然その給与制度、実際ここに書かれて

いるんですよ。これを実施したいと、10年前に。

それで、その目標設定もやると書いてあって、そ

こに反省があるようであれば、私はこれは大幅な

見直しというものが必要だと思います。 

  そして、もう１点だけ具体的に聞きたいところ

があるんです。総括する前に。 
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  人を育てる職場環境というところをうたってお

ります。これはすごく現状分析ができているなと

感じるところなんですが、ちょっと読ませていた

だきますけれども、「これまでのお役所的な組織

風土において定型、定番を守る体質が定着し切っ

ている中、出る杭はどうしても打たれてしまいが

ちです。したがって、既成概念にとらわれない自

由な発想を尊重し、職員の可能性を封印せず、創

造的に問題解決ができる職場環境が、変革の時代

に対応できる人材を育てるものと考えます」と。

つまり、こういう職場をつくりたいという話を書

いておられます。 

  たしかきのうも木村芳浩議員が「型にはまった

ことをしているなよ」というような厳しい御指摘

があったかと思うんですけれども、私もこの部分

なんですよ。やっぱり民間と公務員の違うところ

というのはここだと思うんです。民間は、全てと

は言いませんが、やはりその能力が評価されて、

年齢に関係なしに当然その能力に応じた、その人

が活動できるフィールドをつくってどんどんス

テップアップができると。おおよその会社がそう

いう形じゃないかなというふうに思っておりま

す。 

  ですけれども、役所の場合だと、やっぱり上司

から言われて法にのっとった事務処理をそつな

くこなすのができる人材というふうになってい

ないかなと。多分その懸念がその分析をされたと

思うんですね。 

  ですので、もしよかったら、この部分に関して、

いやこういうふうに打開できたというような、何

かもし事案、例えばエピソードとかがあれば、ぜ

ひこの部分について聞いてみたいと思います。お

手元にあるとすれば５ページ目です。５ページ目

の最後にあるところなんですけれども、ぜひお聞

かせいただきたい。 

○海老名 悟議長 須佐総務部長。 

○須佐達朗総務部長 私からは、２ページ目をごら

んいただきたいと思います。ここに、求められる

職員像として３つ掲げてございます。行政のプロ、

市民とともに積極的に、それからみずから進んで

考え行動すると。これは、求められる職員像とし

てここには記載しておりますが、一言でいえば信

頼だと思っております。 

  職員は、当然職員から、あるいは市民から、当

然議会の方も含めてです。そういうことを信頼、

この一言でいえばですが、信頼できるかどうか、

これが先ほど中村議員がお読みになった５ペー

ジ、これの究極かなというふうに思っています。

能力があれば信頼されるし、対応がよければ信頼

されるし。そして、その信頼はなぜ必要かという

と、我々公務員が一番求められるのは、いわゆる

調整になります。市民と議会との調整だったり、

市民間の調整だったり。そこに職員が絡んだとき

に、信頼なくして行政は動かないと。そして、そ

れを簡単にまとめたのが、この人材の基本方針で

あります。 

  ですので、大きな枠は変わらないものの、細か

いところ、先ほど御指摘があった給与制度、それ

からＭＢＯの取り組み方とかそういったものに

ついては、見直しはしていきますが、全体的には

この方針の趣旨に沿った形で、今後とも職員をま

ず育成していきたいと。 

  そして、具体的なエピソード、これは、市民課

の窓口を例にとれば、10年前だったか15年前だか

ちょっと覚えておりませんが、相当苦情はござい

ました。ですが、今市民環境部長もおりますが、

今市民課の受付窓口で本当に苦情というのは少

ないと思います。むしろお褒めの言葉をいただい

ていると。それは職員が信頼されていることにほ

かならないと思っているところでございます。 

○海老名 悟議長 中村議員。 

○９番（中村圭介議員） わかりました。その言葉

から成果を推しはかるというのは非常に難しい

わけですけれども、何を言いたいかといえば、本

当はもっと聞きたいんですよ。実は研修をやって

どんな成果があったのかと。その研修の記録はど
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んなふうに保存されて、人事異動評価にどうやっ

て活用されているのか。いっぱい聞きたいことは

あります。細かいところは聞きませんけれども、

なぜこれにこだわったかといえば、当然米沢市は

まちづくり総合計画だったり、行財政改革の大綱

とか、大きな計画を定めて推進していくわけです。

それを実行するのは職員の皆様であるというこ

とから、私はこれを見直すということは、本当に

まちづくり総合計画をつくるのと本当に同じく

らい重要だと思っています。 

  ですので、今回のこの計画を単なる文言の精査

みたいな感じで終わらせるのではなくて、これは

全ての項目において果たしてどうであったかと。

答弁での総務部長のお話からすれば、相当効果が

出ておったようですけれども、果たして本当にど

うだったのか。今の時代に合っているのか、今後

どうすべきか。むしろ課題を掘り出すことが何よ

りも大事だと思います。そして、これからたくさ

んの重要な計画があるわけですから、一日も早く

改定をしていただきたいと思うわけですが、どう

でしょうか。 

○海老名 悟議長 須佐総務部長。 

○須佐達朗総務部長 改定につきましては、一方で

人事評価の今システムを構築しているところで

ございます。あわせて改定に取り組んでいきたい

と思っているところでございます。 

○海老名 悟議長 中村議員。 

○９番（中村圭介議員） ぜひお願いします。こち

らだとまた、消防職員に触れられている記載があ

ったり、もう現状に即していないような部分もあ

ります。ちょっとこの状態だと正直みっともない

ので、ぜひ深い内容の検討を加えた改定のほうを

お願いしたいと思います。 

  あと、最後に一般質問の提案や要望の取り扱い

についてということでありますけれども、これは

聞き取りで、もし誰も答えられないのだったら市

長しかいないんじゃないかという話を聞き取り

でしたわけでありますが、やっぱり聞くと、ちょ

っと苦しい中身だなと思いました。本当に果たし

てネット中継とテレビ中継で職員の方が把握で

きているのかなと。やっぱり答弁書をつくるには

当然もちろんかかわりますので、どんな質問に対

してどんな答弁をしたのかということは、それは

もちろんわかりますけれども、やはりその後です。

その後についてどうなっているのかなというと

ころ。 

  決してこうしろと余り言いたくはないんですが、

通常民間であれば、例えば民間……、そうですね。

例えば私は今、ことし青年会議所で活動しており

ますけれども、青年会議所というのは理事がおり

まして、その中で例えば事業を行う委員長が事業

計画をつくります。そして、その複数回の理事会

を経て理事者から承認を得て事業が実施される

わけですけれども、その間でかなりたくさんの意

見が出るわけですよ。こうしたほうがいいんじゃ

ないか、ああじゃないかと。そして、それらに対

して一つ一つしっかりと自分の委員会のメンバ

ーに持ち帰ってそれらの対応をしっかり協議し

ているということをされて、そして出た意見に対

して、できるものはできる、できないものはでき

ないと。確かにこの方法が改善できるからこうし

たいと思うと。これは費用的にも労力的にも難し

いので今回はできないと。明確な答弁をした上で、

みんなが納得の上で事業を進めていると。これは

多分一般社会でも、これも似たようなことをされ

ているんじゃないかなと思います。 

  ですので、私は、もしかすると部課長で「あい

つが言ったのはこのくらいだ、とても無理だ」と

言ってとまったりしているものがないかと、部課

長の判断で。そうでなくて、ぜひ、今回こういう

意見をもらったと。そして、ましてや研究、勉強

すると言った以上、我々議員は期待しています。 

  つい先月、置賜３市議会議員交流研修会におき

まして、地方議会総合研究所の所長、廣瀬先生か

ら、議会改革とか議会運営の話をいただいたので

すが、その中で、ちょっと私が受けとめたので先
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生の言った言葉とは違うとは思うんですけれど

も、「あなたたち議員は、よくいろんな市民の負

託、思いを持って質問をするだろう。そして、当

局が研究します、勉強しますなんていうのはもう

常套文句だ。かといって、でもそう言った以上、

それではわかりましたと見逃しては、おまえら議

員は失格だ」と。つまるところ、最後まで、やは

り我々も負託を持って提言した以上、研究する、

勉強するとこの場で言ってくださった以上、やっ

ぱり当局にもその責任はあるし、あなたたちはち

ゃんと追及しなければいけないという話もいた

だきました。なるほどなと私は思いましたね。 

  ですけれども、だからこそやっぱり今後追及し

ていかなくてはいけないし、だからこそ言ったこ

とをぜひ課内で共有できるような仕組みを、あえ

てこうしろとは言いませんが、ぜひしてもらいた

いものだなというふうに考えるところでありま

す。 

  中川市長が壇上で答弁書に追加してお話しいた

だいたと思うんですけれども、思いとしてはそう

いうところなんです。しっかりできるものはでき

る。できないものはできない。これも一つの結果

ですし、やっぱり本当に長期的な課題だと。しっ

かり結論を出してもらうことで、我々も次の動き

ができると。お互いにいい面があろうかと思いま

すが、市長、どうでしょうか。できている、でき

ていないということは、私はこの場では言いませ

んが、そういうふうな組織体であるべきだと私は

思いますけれども、いかがでしょうか。 

○海老名 悟議長 中川市長。 

○中川 勝市長 先ほど人材育成の部分で総務部長

が答えたとおり、重要なところはまず信頼だとい

う話がありました。やっぱり私は人材育成で身近

なところは何だというと、やっぱり課内にあると

思っております。課の中で初任者は、やっぱり先

輩を見てしっかりと公務員としてのこれから求

められる、いろんな今までの公務員像とこれから

の公務員像というのは、もちろん違ってくる部分

も相当あると思っております。そういった中で、

お互いが信頼し合えるような課内であれば、やっ

ぱり議会からいただいたというのは、これは重く

受けとめていかなければならないと。執行部とい

いますか当局のほうでは。 

  だから、その課に関係することであれば、例え

ばその課の職員一人一人はそれなりの職務を持

って仕事をしておりますけれども、全体を共有し

ていかなければならないという使命も持ってお

りますので、それはまず、部長がしっかりとして

もらわなければならないし、その中で今度は課単

位であるならば、課長の責務というものも大きく

なってくると。そういった中で、どうやってその

課内の中にあるそういった議会からの要望なり

提言なりというものを課全体で受けとめるかと

いう、まずそこのシステム。これも人材育成とか、

庁内の融和とか、そういったものも全て含めると、

一番やっぱり大切なことだというふうに思って

おりますから、本来中村議員から指摘を受けるよ

うなことがあっては私はならないというふうに

思っておりますので、検討すると言ったものにつ

いてはしっかりと検討するような課内、そういっ

た組織の体制づくりというものはやっぱりやっ

ていかなければならいないのではないかという

ふうに思っております。 

  先ほども言いましたように、しっかりと係長だ

ったら係長の職務、そして課長だったら課長の職

務と、部長だったら部長の職務と。それを統括す

るのが市長でございますから、しっかりとそうい

った方向性を導き出すように、今後とも職員の意

識の向上に取り組んでいきたいというふうに思

っております。そういったことが、中村議員から

指摘されている部分をどうやって解消していく

かということの基本的なものだというふうに私

は考えておりますので、そういったことを含めて

検討をしてまいりたいと思っております。 

○海老名 悟議長 中村議員。 

○９番（中村圭介議員） ありがとうございます。 
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  全てが当然できていないという話ではなくて、

やはりそう言ってもらった以上、結論を出すとい

うことも大事だと思います。忙しさに追われて後

回しになっている。これはやっぱりだめになりま

すので、私自身もそうですけれども、同じような

質問を何度も委員会で繰り返したり、そして同じ

ような答弁を何回もいただいて、だとすればやっ

ぱりそれは一定程度どこかで結論づけて発言し

てもらうとか、それはちゃんと受けたところの処

理ができているかどうかというところだと思い

ますので、力強い市長のお言葉をいただきました

ので、ぜひ今後とも、全てはこの米沢市勢発展の

ためでございますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 

  以上で、質問を終わります。 

○海老名 悟議長 以上で９番中村圭介議員の一般

質問を終了いたします。 

 

 

 

  日程第２ 議第７３号市有財産（米沢八幡原中 

       核工業団地用地）の処分について外 

       １件 

 

○海老名 悟議長 次に、日程第２、議第73号市有

財産（米沢八幡原中核工業団地用地）の処分につ

いて及び日程第３、議第74号平成28年度米沢市一

般会計補正予算（第５号）の議案２件は、議事の

都合により一括議題といたします。 

  この場合、市長から提案理由の説明を願います。

中川市長。 

  〔中川 勝市長登壇〕 

○中川 勝市長 ただいま上程になりました議第73

号及び議第74号の２案件について説明いたしま

す。 

  初めに、議第73号市有財産（米沢八幡原中核工

業団地用地）の処分について説明いたします。 

  本案は、米沢八幡原中核工業団地の未分譲地の

用地１万6,533平方メートル余を東京都港区三田

一丁目４番28号、日本インテグリス株式会社代表

取締役水野高志に7,002万1,000円で売却するた

め、地方自治法第96条第１項第８号の規定により

提案するものであります。 

  次に、議第74号補正予算案件について説明いた

します。 

  議第74号平成28年度米沢市一般会計補正予算

（第５号）は、米沢八幡原中核工業団地用地売却

益に係る産業用地基金繰出金や平成28年８月22

日の台風９号による市道等の災害復旧費など、緊

急に補正を必要とする事業費として、9,542万

1,000円を増額補正しようとするものであり、こ

の結果、補正前と合わせた一般会計の予算総額は

381億4,482万7,000円となります。 

  これらに伴う財源といたしましては、特定財源

として財産収入や諸収入を増額補正するほか、一

般財源として財政調整基金繰入金を増額補正し

ようとするものであります。 

  以上、提案いたしました両議案につきまして、

よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い

申し上げ、提案理由の説明といたします。 

○海老名 悟議長 ただいまの市長説明に対し、総

括質疑を許可いたします。御質疑ありませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○海老名 悟議長 なければ、総括質疑を終結いた

します。 

  ただいま上程になりました議案２件は、会議規

則第37条第１項の規定により、お手元に配付して

おります議案付託表のとおり、それぞれ所管の委

員会に付託いたします。 

  各委員会は、会議日程により慎重審査の上、来

る９月29日の本会議にその結果を報告願います。 

 

 

 

  散    会 
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○海老名 悟議長 以上をもちまして、本日の日程

は終了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

  午後 ４時２３分 散  会 
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